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序 

 

時代によりビジョンの担う役割は異なる。 

先行きの見えない闇の時代にあっては、夢を紡ぐことがビジ

ョンとなる。ひとびとは、まだ見ぬ地、まだ知らぬ空に夢をめ

ぐらせ、勇気と力を得る。 

光の時代のビジョンは、地図である。約束の地を記し、越え

なければならない山、渡らなければならない川を示す地図が、

旅人にとって心強い杖となり、頼もしい同伴者となる。 

 

私は、1966 年から 89 年までを米国で過ごした。それは、米

国が、アポロ 11 号の有人月面着陸に代表される偉業を達成した

あと、ベトナムからの撤退や深刻な経済停滞を体験し、そして

これを克服して 90 年代のニューエコノミーとよばれる奇跡の

復活に至るまでの時期である。 

この間、私にとって、もっとも印象深かったのは、1981 年の

レーガン大統領(1981-89)の登場である。深刻な失業と物価上昇

にあえぐ米国民にとって、レーガン大統領が掲げた「強いアメ

リカの復興」のメッセージは、暗闇に射し込む一条の光だった。

ひとびとはレーガン大統領の夢に力づけられ、再起を誓った。 

やがて、夢は現実に変わっていく。レーガン大統領と続くブ

ッシュ大統領(1989-93)によって実施された、大規模な企業減税、

航空・通信・金融分野などにおける規制改革、技術政策の強化、

職業訓練の強化と移民法の大改正、ＦＴＡや自由経済圏の構築、

そして財政健全化策などの一連の政策は、「強いアメリカの復



 

興」への地図となり、飛躍的な生産性の上昇に裏付けられた空

前の繁栄へとつながっていく。 

 

この経験は示唆に富んでいる。日本における「官から民へ」

「国から地方へ」を旗印とした構造改革は、疲弊した枠組みを

破壊し、力強い日本を再生する夢を与えた。そして不良債権を

はじめ経済面では過去の負債の処理がようやく一段落した今、

求められているのは、新しい経済社会を創造していく確かな地

図でないかと思う。 

経団連が今回、改めてビジョンを取りまとめたのはこのよう

な考えからである。したがって、本ビジョンでは華やかな夢や

キャッチコピーにはページを割いていない。予測可能な 10 年後

のあるべき姿を目標として示し、これを確実に実現するために

国・地方、企業、国民が取り組むべき具体策(ロードマップ)を

書き込むことに力を注いだ。 

 

希望なきひとびとに希望を与え、夢を実現する道筋を、今後

の検証も可能な形で記すことが本ビジョンのねらいである。経

団連会員の経営者、従業員や政界、学界、官界のみならず、で

きるだけ多くの国民に、本ビジョンをご一読いただき、「希望

の国」の実現のために、ともに行動していただくことを心から

望んでやまない。 

社団法人 日本経済団体連合会 

会長  御手洗 冨士夫 
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【概要】 

精神面を含めより豊かな生活

確かな成長と社会の絆に支えられた、ゆとりある、安心できる生活

法や規範の他にはなにものにもとらわれない選択の自由

道州制の導入による地域の自立性の向上、分散型の広域経済圏の形成

開かれた機会、公正な競争に支えられた社会

公平な機会、公正な競争、正当な評価

再チャレンジを支援し、必要最小限のセーフティネットを提供する社会

世界から尊敬され親しみを持たれる国

日米関係を基軸に、多国間の枠組みなどを通じて、世界の平和と繁栄に
積極的に貢献する国

「希望の国、日本」「希望の国、日本」

イノベーションの推進、地方広域経済
圏の形成などにより「日本型成長モデ
ル」を確立
実質で年平均2.2％、名目で同3.3％
の成長目標を実現(2006～2015年)

財政健全化の実現
国と地方を合わせたプライマリー・バ
ランス対ＧＤＰ比は、2011年に1.0％、
2015年に2.6％の黒字

一人当たり国民所得は約３割増加
（2005年比）

潜在国民負担率は50％を下回る水準
で推移

2003年から2015年までの実質産出
額の年平均伸び率は、産業全体で
2.0％程度の伸び
製造業とサービス業が成長を牽引

0.91.1外需（寄与度）

1.7-0.3公的需要

2.91.7民間需要

2.71.3内需

3.32.2国内総生産（ＧＤＰ）

名 目実 質年平均変化率 (％)

45.92015年(要素価格表示)

44.12004年潜在国民負担率

(％)

1.59

2.39

2.04
全産業平均

1.96

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

製造業 非製造業 サービス業

（％）

（注）寄与度とは、成長への貢献度を示すものである。

めざす国のかたちめざす国のかたち

20152015年の日本年の日本



 

「希望の国」の実現に向けた優先課題「希望の国」の実現に向けた優先課題

(1) イノベーションの推進
⇒日本は世界のイノベーションセンターに。技術革新などにより、年平均1.5％以上のＴＦＰ

（全要素生産性）上昇率を維持
(2) 高度人材の育成

⇒産学連携による高度人材の育成。外国人留学生比率がＯＥＣＤ平均(6.5％)程度に上昇
(3) 生産性の向上

⇒日本的経営の強みを維持。設備年齢が４年程度低下。国内に世界最先端の生産拠点
(4) 需要の創出・拡大

⇒既存市場の深化・拡大。規制改革などによる新商品・サービス市場の創出・拡大（住宅・
都市再生、コンテンツ、観光、家事支援など）

(5) 金融市場の活性化
⇒金融市場の国際競争力強化、産業資金の調達円滑化、アジア金融市場の育成

(6) 環境・エネルギー政策
⇒エネルギーセキュリティの確立、地球環境問題への対策と持続的成長との両立

11．新しい成長エンジンに点火する．新しい成長エンジンに点火する

(7) ＷＴＯ体制の維持・強化
⇒ドーハ開発アジェンダの本格的な交渉再開・早期妥結

(8) ＦＴＡ／ＥＰＡの締結促進
⇒広く東アジア全域におよぶＥＰＡの実現。開かれた「東アジア共同体」が視野に

米国やGCC諸国、中南米諸国など戦略的に重要な国々との間でFTA／EPAを締結
(9) 経済協力の戦略的な展開

⇒経済活動の活発化を促す援助を中心に、主要なドナーの地位を維持

22．アジアとともに世界を支える．アジアとともに世界を支える

(10) 行財政改革
⇒公務員制度改革、民間開放をはじめとする抜本的行政改革を推進

歳出歳入改革の徹底により国・地方ともに債務残高対ＧＤＰ比は安定的に低下
(11) 社会保障制度改革

⇒社会保障番号の導入。公的年金の一元化。税と年金保険料の徴収一元化
高齢者医療の財源方式の見直し。給付の伸びを「高齢化で修正した成長率」以下に抑制

(12) 税制改革
⇒法人税の実効税率を30％程度の水準に。2011年度までに消費税率を２％程度引上げ

33．政府の役割を再定義する．政府の役割を再定義する

(13) 道州制の導入
⇒2015年度をめどに道州制を導入。権限と税源移譲により競争力ある広域経済圏を実現

(14) 労働市場改革
⇒規制改革、仕事や役割・業績に応じた人事・報酬制度の整備、外国人材受入れなどにより、

2015年までの労働力人口減少幅は100万人以下に
(15) 少子化対策

⇒多様かつ柔軟なワーク・ライフ・バランスの実現、総合的な少子化対策などにより、2015年
の合計特殊出生率が1.5程度に回復

44．道州制．道州制、労働市場改革により暮らしを変える、労働市場改革により暮らしを変える

(16) 教育再生、公徳心の涵養
⇒「多様性｣｢競争｣｢学習者主権｣を基本とする教育の再生。愛国心に根ざす公徳心の涵養

(17) ＣＳＲの展開・企業倫理の徹底
⇒企業倫理が高まり、ＣＳＲを積極的に推進

(18) 政治への積極的参画
⇒政党政治･政治参加に関する国民意識の向上、政治任用者の増加

(19) 憲法改正
⇒2010年代初頭までに新しい時代に対応した憲法改正を実現

55．．教育を再生し、教育を再生し、社会の絆を固くする社会の絆を固くする
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はじめに 

 

21 世紀に入ってから日本は改革を進めてきた。道のりは苦し

く険しいものだったが、ようやくその成果が現れてきている。 

嵐の日々は過ぎ、そこここに木漏れ日が射している。眼差し

を上げて行く手を望めば、明るい青空も見える。 

 

バブル崩壊の後、長く低迷していた経済は力強さを取り戻し

ている。2002 年度以来、実質成長率は４年連続プラスとなって

いる。雇用情勢も大きく改善している。長引いたフロー、スト

ック両面でのデフレもようやく終息しつつある。 

企業部門の立ち直りはめざましい。ヒト、モノ、カネの三つ

の過剰にあえいでいた 1990 年代とはさま変わりし、引き締まっ

た筋肉質の企業体質が形成されている。 

政府部門の改革も進んでいる。難攻不落に思えた郵政事業は

民営化されることになった。年金など社会保障制度の見直しも

ようやく始まり、地方分権改革も動き出した。 

 

そして今、われわれの前で道は大きく二手に分かれている。 

一方には、先行きをさまざまに思い悩み、弊害が最も小さく

なる道を進むことを主張するひとびと(弊害重視派)がいる。弊

害重視派は、所得格差の拡大、都市と地方間での不均衡など不

平等の問題を厳しく指弾する。そして、改革を中断しても、そ

の是正を急ぐことを訴える。税や社会保障を通じた所得再分配
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の拡充や公共事業の拡張が弊害重視派の処方箋である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方には、ベストのシナリオにチャレンジするひとびと(成長

重視派)がいる。成長重視派は、いわゆる弊害は、グローバル化

や少子高齢化などがもたらす歪みであり、改革の手綱を緩めれ

ば、かえって事態は悪化すると考える。改革を徹底し、成長の

果実をもって弊害を克服する、これが成長重視派の基本スタン

スである。 

 

官と民との協働による改革⇒経済再生

実質成長率は４年連続でプラス、雇用情勢は大きく改善

企業部門の改革：三つの過剰の解消、筋肉質の企業体質の形成

政府部門の改革：郵政事業の民営化、年金をはじめ社会保障制度の見直し、

地方分権改革

成長重視の

選択

現状現状

歴史的な
分岐点

弊害重視の

選択

改革を中断しても、所得

格差の拡大、都市と

地方間での不均衡などへ

の対策を講じるべき

改革の「弊害」の是正

改革を徹底すれば、

前進の過程でいわゆる

弊害も克服することが

できる

改革の徹底

成長力の強化

小さくて効率的な政府

公共事業の拡大

所得再分配政策の強化
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もちろん、現実には、折衷的な立場が最も多い。しかし、い

ずれを重視するかで、道は分かれる。矢が的のすぐ傍らを通り

過ぎるのと、的に命中するのでは結果は大きく異なる。 

経団連は、現実を直視し、冷静慎重に制度設計を行うことが

必要と考える。その上で、2006 年５月の定時総会において、 

「ＩＮＮＯＶＡＴＥ 日本」の旗印の下、科学技術を基点とす

る狭義のイノベーションのみならず、経済や社会のシステム、

そしてその根底にある教育や国・地方のあり方、憲法などの変

革(広義のイノベーション)に果敢に取り組み、より豊かな経済

社会を実現する、との方針を打ち出したように、弊害重視派の

指摘に耳を傾けつつも、基本的に成長重視の選択を提言する。 

今後 10 年間を視野に入れた本ビジョン「希望の国、日本」で

は、なぜ経団連が成長重視の選択をするのか、その目標はなに

か、目標の実現のためになにをなすべきか、を明らかにする。 
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第１章 今後 10 年間に予想される潮流変化 
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今後 10 年間にはさまざまな潮流変化が予測される。なかでも、

大きなものは、グローバル化のさらなる進展と人口減少下での

少子高齢化の進行である。 

 

１．グローバル化のさらなる進展 

 

1991 年のソ連邦崩壊による東西冷戦の終結により、東側と第

三世界の多くの国々が市場経済に移行した。時を同じくして、

米国が世界最大の情報通信基盤であるインターネットを民生用

に開放した。この両者に、輸送・通信技術の飛躍的な進展、金

融技術の高度化、各国における貿易・投資規制の緩和などが加

わって、ヒト、モノ、カネ、情報、技術の国境を越えた流れが

一挙に拡大した。この結果、世界経済は、国際的な協業・分業

体制を大きく塗り変えながら急激に拡大している。 

 

 

 

 

 

 

出典：経済産業省「通商白書 2006」
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図表第１ 世界の貿易・投資の拡大 
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とりわけ、ＢＲＩＣｓ諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)

に代表される新興途上国の伸張はめざましい。既に、中国、ロ

シアの貿易黒字は日本を上回っている。ＧＤＰ(国内総生産)の

規模で見たとき、日本が十分な成長を遂げることができなけれ

ば、おおむね 10 年後には中国に追いつかれ(チャイナ・クロス)、

また 20 年後にはインドに追い抜かれるという予測もある。 

国際経済秩序も変化している。1995 年、国際貿易取引の基盤

となるルールと紛争解決の仕組みを提供するＷＴＯ(世界貿易

機関)が成立したが、他方で、ＦＴＡ(自由貿易協定)／ＥＰＡ(経

済連携協定)など地域的な経済秩序作りの動きも活発化してい

る。 

 

グローバル化は、国際経済社会にさまざまな影響を及ぼして

おり、その傾向はさらに強まっていくとみられる。 

たとえば、各国は、コンペティティブ・エッジ(比較優位)を

追い求めて、税制、法制など制度インフラを整備し、優れた人

材、技術、情報の取り込みにしのぎを削っている。とりわけ、

競争力の源泉である優秀な頭脳獲得が焦点である。米国が、年

間 50 万人に及ぶ、大学に学ぶ留学生を教育しているように、教

育・研究機関の充実、留学生の受入れなどを通じた、「War for 

Talent」とも言われる競争は激しさを増すとみられる。 

また、中国、インドをはじめとする人口大国の急激な成長は、

エネルギーや食料の需給を逼迫させている。たとえば、ＩＥＡ

(国際エネルギー機関)は、世界のエネルギー需要が、2015 年に
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は 2004 年の約 1.3 倍になると試算している。エネルギー権益確

保や国家管理に向けた動きは活発化しており、地政学的なリス

クとあいまって経済リスクに発展するおそれもある。 

さらに、国境を越えた資金フローの拡大により、世界の金融

資本市場の連動性が高まっている。主要国の金融政策の変更、

財政収支や対外収支の不均衡などが、各国の金融環境や為替相

場に及ぼす影響が大きくなることが予想される。 

その他、グローバル化は、地球環境、貧困、エイズや感染症、

テロやサイバークライムなどの問題の世界化をもたらしている。 

 

比較劣位産業の衰退や、文化・習慣のステレオタイプ化など、

グローバル化の影の部分を重大視する意見も少なくない。国際

的な通商交渉やサミットなどの度に、保護主義や民族主義など

の立場から反グローバリゼーションの運動が展開される。しか

し、世界経済の相互依存関係が深化している以上、グローバル

化はもはや不可逆のプロセスである。 

とりわけ、食料、エネルギーをはじめとする資源の確保から、

製品、サービスの販路まで、その多くを通商に頼る日本にとっ

て、弊害をなるべく小さくとどめようとする政策選択は不可能

である。目先の利害得失にとらわれて、保護主義的な政策を採

れば、国民生活が根底から揺らぐことになる。 

日本としては、グローバル化の副作用には十分目配りしつつ、

明治維新、敗戦に続く「第三の開国」を主体的に断行し、国際

的なルールメーキングに積極的に参画することを通じて、アジ
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アをはじめとする世界経済のダイナミズムを自らの内にとりこ

んでいかなければならない。そのことが国民の豊かな生活、実

効ある安全保障の実現など国益につながる。 

グローバル化の進展は、成長重視の政策選択が必要とされる

理由の一つである。 

 

２．人口減少と少子高齢化の進行 

 

日本の人口は、2005 年に、1899 年に人口動態の統計をとり始

めて以来はじめて減少に転ずることになった。合計特殊出生率

(一人の女性が一生に産む子どもの数)は低下を続けており、

2005 年には 1.26 と過去最低を記録した。平均寿命が高水準に

ある一方で、少子化傾向に歯止めがかからないため、人口減少

下での少子高齢化が進んでいる。年少人口(15 歳未満人口)比率

は世界で最も低い水準、老年人口(65 歳以上人口)比率は世界で

最も高い水準となっている。 

経済の主な担い手である生産年齢人口(15～64 歳人口)は、

1995 年をピークに減少、労働力人口(就業者と完全失業者の合

計)でみても 1998 年以降減少に転じており、向こう 10 年間につ

いても減少幅が拡大を続けることは避けられない。 

 

少子高齢化の進行は、経済社会に少なからず影響を及ぼす。

第一に、労働力の制約から潜在成長力が低下するおそれがある。

団塊の世代のリタイアにより、現状のままでは向こう 10 年間に
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約 400 万人の労働力人口が減少するとみられ、これは潜在成長

率を年率 0.4％程度引き下げるとの試算もある。第二に、総人

口の減少が、内需の拡大の制約となると指摘されている。第三

に、老年人口の増加に伴い社会保障給付が増大する一方、生産

年齢人口が減少することに伴い、財政赤字の拡大や過重な税・

社会保険料の負担による経済活力の減退が懸念されている。さ

らにより長いスパンでみれば、資本不足となるおそれも否定で

きない。 

人口が減少し続ける社会は、長期的には存続不可能である。

現在の少子化傾向が続くと、今世紀半ばには総人口は１億人を

割り込み、世紀末には現在の４割を下回ると見通されている。

政府は、1990 年代半ばから少子化対策を次々と打ち出している

が、これまでの対策では非婚化、晩婚化、晩産化の流れを変え

ることができなかった事実は極めて深刻である。何としても出

生率の低下傾向を反転させる必要がある。少子化の背景にある

問題を洗い出し、多様かつ柔軟なワーク・ライフ・バランスの

実現や家族・社会の重要性の再認識を促すとともに、明確な目

標を掲げ、官民を挙げて少子化対策を抜本的に拡充・強化しな

ければならないことには、誰もが同意する。 

 

違いがあるのは、成長に関する考えである。弊害重視派は、

人口減少の下での成長力の維持・強化について懐疑的、消極的

である。たとえば、成長率が低下し、あるいはマイナスとなっ

たとしても、人口がこれを上回る率で減少すれば、一人当たり
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ＧＤＰの伸びは確保されるといった考えである。「小さくても

個々人は豊かな国」というフレーズは説得的に聞こえる。しか

し、ひとたび経済が低成長、マイナス成長となれば、その実績

がひとびとの期待を萎縮させ、これがさらに成長率を引き下げ

るスパイラルが生じ、結果として一人当たりＧＤＰも減少する

おそれが強い。弊害重視派の政策選択が不可能なことは、社会

保障制度や財政赤字を考えれば明らかである。成長力の維持・

強化を断念した場合、社会保障制度は維持できなくなる。公的

債務の償還も不可能となり、日本は最終的にデフォルトする。 

 

確かに少子高齢化の進行、とりわけ労働力人口の減少は、成

長にマイナスの影響を及ぼす。しかし、労働力の成長寄与度は

1990 年代からマイナスであり、日本経済はこれを克服して成長

を続けている。 
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成長重視派は、成長力の維持・強化は、科学技術を基点とす

る狭義のイノベーションの促進、生産性の向上、内外の需要の

創出・拡大、そして道州制の導入や労働市場改革などにより十

分可能であると考える。もちろん、社会保障給付は経済の身の

丈にあった水準にまで引き下げなければならないし、歳出・歳

入両面での改革は必要である。しかし、成長の果実があれば、

社会保障制度についても財政についても持続可能性を確保する

ことはできる。 

そしてなによりも、成長力の維持・強化は、出生率の低下傾

向を反転させるために必要である。少子化対策に要する十分な

財源を確保し、また、若い世代が出産・育児について感じてい

る将来不安を払拭するために、成長重視の政策選択が不可避で

ある。 
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第２章 めざす国のかたち 

◇誰に対しても公平にチャレンジ

の機会が与えられ、成果が正当

に報われる社会

◇人種、信条、性別、年齢、障害

の有無などにより差別されず、

機会の平等を保障

◇失敗しても幾度でも再チャレン

ジが可能な途を整備

◇必要最小限のセーフティネット

を用意

開かれた機会、
公正な競争に支えられた社会

◇確かな成長に支えられた、快適

かつ便利で、ゆとりがあり、不

測のリスクに備えができた生活

◇多様性に寛容な社会風土に支え

られた、法と規範以外のなにも

のにもとらわれない選択の自由

◇ひとびとの協調的行動を促す、

開放的･横断的な絆の再生

◇道州制導入による地域の自立性

向上、分散型広域経済圏の形成

◇「世界一安全な日本」の回復

精神面を含め
より豊かな生活

「希望の国」の国柄

◇世界の平和と繁栄に積極的に

貢献

◇日米同盟を基軸に戦略性をもっ

た外交･通商政策を展開、国際的

な信頼と名誉ある地位を維持

◇国際通商システムの深化･拡大

に向け積極的な取り組み

◇エネルギー･環境、貧困など、

人類共通の課題解決に貢献

◇国際社会への情報発信を強化

◇国際的な安全保障環境の改善

世界から尊敬され
親しみを持たれる国



 

13 

成長重視派の進路は「希望の国」に向かう。 

それは、若い世代が、将来に夢を持ち、期待に胸はずませて

さまざまなキャリアにチャレンジする国である。 

また、働く世代が、自らの努力が正当に報われることを確信

して仕事に打ち込み、明日を信じ子どもを産み育てる国である。 

そして、リタイアした世代が、平穏な老後を送りながら、自

らの一生を誇りと満足をもってかえりみることができる国であ

る。 

日本人が日本に生まれたことに素直に喜びを覚え、世界のひ

とびとから、訪れ、暮らし、働き、そして投資したい、と思わ

れるような国である。 

「希望の国」の国柄は以下に説明する３点に要約できる。 

 

１．精神面を含めより豊かな生活 

２．開かれた機会、公正な競争に支えられた社会 

３．世界から尊敬され親しみを持たれる国 

 

１．精神面を含めより豊かな生活 

 
清貧は尊敬すべき信念の一つであり、倫理性を欠いた際限の

ない蓄財は、貪欲や拝金主義として退けなければならない。 

しかし、国民の大多数は、今日より明日が、明日より明後日

の生活が、より豊かであることを期待できなければ、いきいき

と暮らし、勤労への意欲を保ち続けることはできない。子ども
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たちの生活が自らの生活より豊かで、歓びや楽しみに溢れてい

ることを期待しない親がいるだろうか。確かな成長に支えられ

た、快適かつ便利で、ゆとりがあり、不測のリスクに備えがで

きた生活、これが「希望の国」の一つの側面である。 

 

生活の豊かさはもちろん物質面の充実だけでは実現されない。

ふんだんにモノに恵まれていても、個人の価値観が尊重され、

自主・自立の精神に基づいて選択し、行動する可能性が閉ざさ

れていれば、豊かさを実感することはできない。文化、習慣、

宗教の多様性に関し寛容な社会風土に支えられた、法と社会規

範以外にはなにものにもとらわれない選択の自由は豊かさの必

要条件である。 

一人ひとりが、感受性を磨き、思索を深め、自由に個性や心

情を発揮することで、文化、芸術、思想、学芸など精神分野に

おける創造性・豊饒性もはじめて可能となる。 

 

豊かな生活は、相互信頼に基づく社会的な絆に根ざして花開

く。 

自己中心的な自由と気楽さのみを追求する風潮が、人と人と

の触れ合いを減少させ、人間関係を薄れさせている。その結果、

個人が孤立し、生活していく上での困難や問題について一人思

い悩み、あるいは地域が抱える課題について解決の糸口を見出

せない事態が日々生じている。これを打開するには、弱者への

思いやりや社会への貢献など、ひとびとの協調的行動を促す、
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開放的・横断的な絆を再生・創出していく必要がある。企業も

また、ＣＳＲ(企業の社会的責任)活動を通じて、健全な地域コ

ミュニティの形成に寄与していく義務を負う。 

 

自立性、多様性なくして豊かさはありえない。中央集権的な

国・地方体制の下で形成されてきた、人口、産業、金融などの

東京一極集中は、情報発信の一元化、さらには価値観の画一化

をも招いている。また、地震をはじめとする天災や人為的ミス

による事故・トラブルに対し極めて脆弱であるという問題点を

抱えている。道州制の導入により、地方主導で活力ある広域経

済圏を形成し、分散型の国土・経済構造を実現していく必要が

ある。 

 

安全と安心も欠かせない。高いフェンスで周辺社会から隔絶

されたゲーテッド・コミュニティに引きこもらなければ生命や

財産を守れないといった事態を避けるために、一人ひとりが防

犯に取り組み、地域の連帯や家族の絆を強化することが求めら

れる。同時に、水際対策をはじめ犯罪対策を推進することで、

「世界一安全な日本」を回復していかねばならない。 

 

２．開かれた機会、公正な競争に支えられた社会 

 
「希望の国」は内外に開かれた挑戦のフロンティアである。 
誰に対しても、公平にチャレンジの機会が与えられる社会で
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ある。ひとびとが、持てる知識や技能を最大限に活かし、公正

なルールにのっとって競い合う社会である。そして、競争のな

かで流された汗、尽くされた努力、発揮された創意やリーダー

シップなどが成果に結びつけば、正当に報われる社会である。 
 
平等も軽視されない。法と社会規範の下に、人種、信条、性

別、年齢、障害の有無などにより差別されないという平等は、

「希望の国」では絶対的に保障される。しかし、結果の平等は

求められない。公正な競争の結果としての経済的な受益の違い

は経済活力の源泉として是認される。結果の平等は、ひとびと

の研鑽、努力、勤労の意欲を殺ぎ、無気力と怠惰を助長する。

結果の平等を重視した旧社会主義諸国が、息の詰まる官僚制国

家となり、自壊していった歴史から学ぶべきことは多い。 
 
もちろん、本人の努力によっては解消できない格差や、不幸

にして努力が成果に結びつかなかったことによってもたらされ

る格差が、経済的、社会的に固定化することは避けなければな

らない。「勝ち組、負け組」といった考えを払拭し、失敗しても

幾度でも再チャレンジができるようにする必要がある。たった

一度の「お受験」や「新卒採用」で人生が決まるといった価値

観や仕組みを改め、人生のステージごとにさまざまな選択を可

能としていくことが必要である。キャリアアップや再就職の推

進に向けた社会人の「学びなおし」のための環境整備、既卒者

にも広く門戸を開いた採用制度の導入など、企業、教育機関、



 

17 

ＮＰＯ、国・地方などが緊密に連携して、再チャレンジ可能な

仕組みを作り上げていかなければならない。また、本人保証・

第三者保証の合理化、融資や信用保証を通じた早期事業転換・

再挑戦支援などにより、企業再生や再起業を支援する必要があ

る。 
それでもなお解消されない格差について必要最小限のセーフ

ティネットを用意することは社会の重要な努めである。しかし、

その提供を公的制度にのみ委ねる必要はない。ボランティア、

ＮＰＯ、地域コミュニティが、介護や福祉などの分野で、これ

までも良質なサービスを効率的に提供してきたことを忘れては

ならない。公的制度が提供する場合であっても、納税者や負担

者にとって、給付と負担の関係を理解しやすく、評価・監視も

容易な地方がより大きな役割を果たすべきであろう。さらに、

できる限り民間委託を進めることが、「お役所仕事」よりも「人

間的で暖かいサービス」の実現、費用の節減につながる。 
 

３．世界から尊敬され親しみを持たれる国 

 

「希望の国」は世界に開かれ、世界の平和と繁栄に積極的に

貢献する国である。 

グローバル化とともに、世界の政治・経済の多極化が進んで

いる。これまで世界をリードしてきた欧米諸国に加え、ＢＲＩ

Ｃｓに代表される新興途上国のめざましい発展、資源産出国の

バーゲニングパワーの増大、アフリカ諸国をはじめ後発途上国
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の発言力の上昇など、新たなプレイヤーも数多く台頭してきて

いる。各国の利害が複雑に絡みあった国際情勢の中にあって、

日本は、日米同盟を基軸としつつ、戦略性をもって外交・通商・

経済協力政策を展開し、国益を増進するとともに、これまで培

ってきた国際的な信頼と名誉ある地位を維持していかなければ

ならない。 

国際通商システムの深化・拡大は、日本が国際社会に果たす

べき最も重要な役割の一つである。 

これまで多角的通商体制の根幹を担ってきたＷＴＯは、地域

経済連携による無差別原則侵食のおそれ、加盟国の多数化によ

る意思決定の複雑化・長期化など難問に直面している。日本は、

主体的に市場開放を進めつつ、ＷＴＯの信頼性の維持・強化に

最大限貢献していく必要がある。このため、ドーハ開発アジェ

ンダの本格的な交渉再開・早期妥結はもとより、中長期的視野

に立って、投資・競争などに関するルール作りにおいてもイニ

シアティブを発揮していくことが求められる。 

同時に、ＷＴＯを補完する観点から、ＷＴＯ協定と整合性を

確保しつつ、ＦＴＡ／ＥＰＡを推進し、より高度かつ広範な自

由化、ルール整備をする努力を怠ってはならない。 

 

環境・エネルギー問題、貧困問題など、国・地域の境界を越

えた人類の共通課題への取り組みも日本に期待されている。日

本は、他国に先駆けて、公害問題、都市問題などに直面した経

験があり、省エネ、環境、安全、衛生などについて世界に貢献
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できる先端技術やシステムを有している。たとえば、日本の省

エネ技術・システムを途上国に移転し、あるいは制度インフラ

の整備を支援していくことは、深刻化する環境・エネルギー問

題の解決を図っていく上でますます重要になる。また、日本の

戦後復興や、日本が深く関与することで実現されてきた東アジ

アの経済発展の経験は、後発途上国の開発、貧困からの脱却の

モデルとなると考えられる。 

 

世界のひとびとから信頼され、親しみを持たれるには、「日本

のよさ」や「日本らしさ」などを、目に見えるものとしていく

努力が欠かせない。ヒトや文化の交流促進はもちろんのこと、

複数言語による正確な情報提供を進めていかなければならない。

たとえば、留学生や観光客を数多く日本に迎え入れ、日本の経

済社会や文化、伝統に直接触れる機会を拡大することが求めら

れる。また、国際機関をはじめ国際社会のさまざまな場で活躍

できるコミュニケーション能力や専門的知見を備えた人材を養

成していく必要がある。さらに、さまざまなメディアの活用も

重要である。とくに、劇的に進化を遂げつつあるＩＣＴ(情報通

信技術)は国境を越えて経済・社会・生活などに大きな影響を及

ぼしており、ＩＣＴを活用した情報発信機能の強化は急務とな

っている。 

 

世界の平和と安定のため、国際的な安全保障環境の改善に努

めることも重要な使命である。冷戦終結後、世界規模での武力
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紛争が発生するおそれは遠のいたが、宗教上、民族上の問題に

起因する対立がかえって表面化、先鋭化する傾向が見られる。

また、国際テロ組織などが脅威の対象として浮上してきている。 

日本は、武力紛争の抑止、大量破壊兵器の拡散防止、軍備管

理・軍縮などの面で大きな役割を期待されている国連、とくに

安全保障理事会の実効性と信頼性を高めるため、その改革に引

き続き取り組んでいく必要がある。ＰＫＯ(国連平和維持活動)

や選挙監視など国際平和協力分野での積極的な貢献も求められ

る。同時に、アジア太平洋地域の平和と安定の強化に寄与して

いくため、日米同盟を安全保障の基軸として堅持しつつ、ＭＤ

(ミサイル防衛)能力の向上をはじめ適切な防衛力を整備し、二

国間や多国間の共同演習などを含む安全保障対話の推進に努め

なければならない。 
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第３章 「希望の国」の実現に向けた優先課題 

潜在成長力の強化「日本型成長モデル」を確立

◇実質で年平均2.2％、名目で同

3.3％の成長を実現(2006～15年)

◇一人当たり国民所得は約３割増

加（2005年比）

◇科学技術を基点とするイノベー

ションの推進、生産性の向上、

需要の創出・拡大が梃子

アジアとともに世界を支える新しい成長エンジンに点火する

アジアのダイナミズムを取り込む

◇ＷＴＯドーハラウンドの妥結に

より、グローバルな規模で貿易

投資を活発化

◇東アジア全域におよぶＥＰＡの

実現、日本とアジアが互恵的に

成長を果たす基盤を強化

◇開かれた「東アジア共同体」が

視野に

希望の国、日本

精神面を含め

より豊かな生活

開かれた機会、公正な

競争に支えられた社会

世界から尊敬され

親しみを持たれる国

教育を再生し、
社会の絆を固くする

道州制、
労働市場改革により

暮らしを変える

政府の役割を
再定義する

役割を大胆に見直し、
小さくて効率的な
政府を実現

◇行財政の抜本的改革

◇経済の身の丈にあった

社会保障制度の確立

◇競争力を高める税制

改革

教育や政治・憲法を
イノベート

◇教育再生

◇ＣＳＲ推進

◇政治への積極的参画

◇憲法改正

制度・体制の根幹に
踏み込む広義の
イノベーション

◇分散型の広域経済圏

の形成

◇労働市場改革

◇少子化対策

優先課題＜国を支える基盤の確立＞

優先課題＜持続的成長の実現＞
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 「希望の国」は経済・社会のみならず、教育や国・地方のあ

り方、憲法などを大胆にイノベートしていくことにより開かれ

る。本ビジョンでは、2010 年代半ばに①精神面を含めより豊か

な生活、②開かれた機会、公正な競争に支えられた社会、③世

界から尊敬され親しみを持たれる国、を実現するという目標を

立て、そのために優先的に取り組まなければならない課題とし

て次の五つの改革を提示する。 

なかでも重視しなければならないのは、第４に掲げた「道州

制、労働市場改革により暮らしを変える」である。グローバル

化のさらなる進展、人口減少と少子高齢化の中にあって、新し

い「日本型成長モデル」を確立していくには、地方主導で豊か

な経済圏を構築する道州制の導入と、多様な働き方を可能とし、

分野横断的に労働の流動性を高める労働市場改革の推進が不可

欠の前提となる。 

 

１．新しい成長エンジンに点火する 

２．アジアとともに世界を支える 

３．政府の役割を再定義する 

４．道州制、労働市場改革により暮らしを変える 

５．教育を再生し、社会の絆を固くする 

 

これら五つの改革はいずれも、国・地方、企業、国民など、

それぞれの主体が相互に連携し、協力していかなければ実現で

きない。一部には、経団連は、経済界の利益のみを追い求め、
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その主張は企業エゴに偏っているとの見方があるが、全く謬見

であると言わざるをえない。経団連が、企業活動の活性化を訴

えるのは、それが経済の発展、ひいては雇用の拡大や税収の増

大、輸出入の増加など内外社会の繁栄に資すると確信するから

である。経済界は、これまでも内外の社会において担うべき役

割については、たとえ困難で痛みを伴うものであってもひるむ

ことなく全力で果たしてきた。この五つの改革についても揺る

がぬ決意をもって、その実現に当たっていく所存である。また、

五つの改革にとどまらず、経済、産業、環境、防災、労働、社

会、教育、外交、政治などさまざまな分野の課題の解決に、委

員会活動を通じ、具体的に取り組んでいく。 
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１．新しい成長エンジンに点火する 

 
豊かな生活は、成長力の強化・維持により実現される。 

経団連は、科学技術を基点とする狭義のイノベーションの推

進、生産性の向上、需要の創出・拡大などを梃子として、今後

10 年間について年平均で実質２％以上、名目３％以上の経済成

長の実現をめざす。この結果、2015 年の一人当たり国民所得は、

2005 年対比で約３割増加する。 

 

イノベーションの推進 

科学技術を基点とするイノベーションは、研究開発・技術革

新にとどまらず、創出された種(シーズ)を高付加価値の新商

品・新サービスに育て上げ、産業構造を高度化していく一連の

プロセスである。グローバル化が進むなかで、競争力を確保す

る鍵はイノベーションが握っている。 

米国競争力協議会の『ヤングレポート』(1985 年)、『パルミ

サーノレポート』(2003 年)は、いずれもイノベーション戦略の

重要性を的確に指摘しており、日本の「科学技術創造立国」構

想にも大きな示唆を与えた。しかし、両レポートの間に発表さ

れた『ポーターレポート』(1999 年)が、最強の競争相手として

日本を想定していたことはあまり知られていない。「失われた

10 年」においても、携帯電話、デジタル家電、ハイブリッド自

動車などイノベーションは続いていた。人材、技術、産業の集

積など、日本が持つイノベーションのポテンシャルは決して小
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さくない。 

これまで、日本のイノベーションは、民間企業が中心となっ

て推進してきた。しかし、知の高度化に伴い、イノベーション

の創出プロセスはますます複雑化しており、欧米のみならず新

興途上国なども、官民を挙げたイノベーション戦略を重視して

いる。日本も「科学技術創造立国」の実現に向けて政府の取り

組みをさらに強化し、大学における基礎研究の充実や産学連携

の一層の強化をはじめ、イノベーションを創出するための総合

力を高める必要がある。 

たとえば、日本の研究費に対する政府負担割合は主要国中で

最も低い。このことが、不確実性が高く、リスクの大きい基礎

研究や大規模研究開発プロジェクトの推進の障害となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、特許１件あたりの論文の引用数(サイエンス・リンケー

ジ)が、諸外国に比べて低い水準にとどまっていることに示され

るように、大学などにおける基礎研究と社会のニーズとの結び
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注）各国とも人文・社会科学を含む
　　 日本は1996年度および2001年度に調査対象産業が追加、米国の2002年以降は暫定値

図表第３ 研究費の政府負担割合の推移（国防研究費含む） 

出典：文部科学省「科学技術白書」
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つきが弱く、基礎研究への投資がイノベーションにつながりに

くくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、優れた研究開発成果が得られたとしても、これを知

的財産権として適切に保護し、国際的な標準として普及させる

などの取り組みが伴わない限り、日本の競争力向上にはつなが

らない。世界に誇れる知的財産制度・システムの構築への取り

組み強化など課題は多い。国際標準化戦略においても、官民が

スクラムを組む欧米諸国に比べ、日本は遅れをとっている。 

日本においても、経済財政諮問会議をはじめ、総合科学技術

会議、科学技術基本計画、知的財産推進計画など制度的な枠組

みも充実しつつある。これまでの取り組みをさらに強化すると

ともに、夢のある大型のナショナルプロジェクトをはじめ戦略

分野への政策資源の集中、省庁横断的な施策、市場展開の加速

化を推進するならば、日本が世界のイノベーションセンターの

地位を確保することは十分可能である。 

0.49

3.23

0.87

1.28

2.29

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
（年）

（件）

日本

米国

ドイツ

フランス

イギリス

注）サイエンス･リンケージ（米国特許1件あたりの科学論文引用件数）＝科学論文引用件数÷米国特許数

図表第４ 米国特許に関する主要国のサイエンスリンケージ 

出典：科学技術政策研究所「科学技術指標－日本の科学技術の体系的分析」
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⇒ 2010 年までに 30 以上の世界的研究拠点が整備されている。純粋基

礎研究に加えて、中長期の日本の将来像を踏まえた、目的基礎研究も

活発に行われている。研究開発の各ステージにおいて、共同研究や人

材交流などの産学連携がさらに進んでいる。経済社会のイノベーショ

ンをもたらすような数多くの基本特許が生み出されている。 

⇒ 大規模研究開発プロジェクトが着実に実施・実用化され、国家の重

要な社会基盤となるとともに、生み出された要素技術は新しい産業分

野の創出や国民生活の改善に寄与している。 

たとえば、衛星測位システムの整備や地理空間情報の利活用によ

り、国民生活の利便性が高まることはもとより、地震・台風など大

規模自然災害の予知・予測や被害軽減など、国民の安心・安全につ

ながっている。また、高速増殖炉サイクルの実用化に向けた技術開

発が計画的に進んでいる。さらに、日本近海に豊富に存在し、将来

の資源として有望なメタンハイドレートなど未利用海洋資源の探

査・開発も着実に進められている。 

⇒ 先端的な研究開発に基づく新しい市場が次々と生まれている。たと

えば、新世代自動車向け電池の市場が確立し、2015 年までに 8.2 兆

円規模に拡大している。また、次世代ロボット市場は 3.1 兆円、次世

代環境飛行機市場は 1.6 兆円にまで育っている。 

⇒ 「世界最先端の知財立国」にふさわしく知的財産政策が強化され、

専門性の高い「知的財産裁判所」が拡充されている。特許制度の国際

調和が進み、研究開発の成果を知的財産権として迅速かつグローバル

に活用することが容易となっている。日本の技術に基づく国際標準が

数多く生み出されている。 

⇒ 連続的なイノベーションの実現などにより、今後 10 年間のＴＦＰ

(全要素生産性)の上昇率は、年平均で 1.5％以上を維持し、成長を支

える最大の柱となっている。 

10 年後の姿（イノベーションの推進） 
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高度人材の育成 

常にニーズに先行する連続的なイノベーションを実現してい

くにあたって、担い手となる高度人材の育成は欠かせない。 

人口当たり、あるいは労働力人口当たりの日本の研究者数は、

主要国中で最も多く、しかも増加傾向にある。しかし、大学の

教育力、とりわけ大学院の育成する人材の質には問題が多く、

企業における再教育の負担が大きいとの指摘が少なくない。Ｉ

ＭＤ(国際経営開発研究所)の国際競争力レポートによれば、日

本における、大学から企業への技術移転に関する評価は 61 カ

国・地域のなかで 21 位であるが、大学教育が経済界のニーズに

対応しているかの評価は 49 位と著しく低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表第５ 大学教育のニーズへの対応度と大学から企業への技術移転 

出典：国際経営開発研究所「国際競争力年鑑」2006 年版 
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創造性豊かで、リーダーシップを発揮でき、幅広い視野と柔

軟な発想を持つ人材を輩出していく上で、大学、大学院の果た

すべき役割は大きい。たとえば、学部段階でのカリキュラムの

見直しから、新領域・融合研究領域に対応できる大学院教育の

実現、理工系・文系を問わず専門職大学院の充実など、高等教

育全域の見直しと改革を推進していく必要がある。 

また、世界各国が優秀な人材の獲得競争を繰り広げているな

かで、これに遅れをとらない取り組みも必要である。外国人留

学生は増加しているものの、大学などに在籍する外国人留学生

の比率は 2.7％と、ＯＥＣＤ諸国平均の 6.5％を大きく下回って

いる。外国人留学生の増加と日本への定着を図るため、生活・

勉学に関わるサポート体制、卒業後の国内での就労支援策など

を拡充していかなければならない。 
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⇒ 産学が対話を深め、将来必要となる人材について共通認識を形成し

ながら、相互に連携して高度人材の育成を進めている。この結果、複

数の専門能力、課題設定・解決能力、企画・マネージメント能力に加

え、国際社会で求められる語学力、プレゼンテーション能力を身につ

けた人材を輩出している。 

⇒ 広域で国公立大学が大括りに統合されている。その下で、それぞれ

の大学は蓄積・能力に応じて専門性・特色を明確にし、理工系のみな

らず、法律や金融などの分野においても、国際的に魅力を持つ知の拠

点として人材育成力を高めている。 

⇒ 専門職大学院(プロフェッショナル・スクール)が、経済界のニーズ

や新しい産業技術の動向などに的確に対応した高度専門職業人を養

成している。たとえば毎年 3,000 人規模の高度情報通信人材が育成さ

れている。 

⇒ キャリアアップや再就労などをめざす社会人への対応を含め、実践

的な教育コース、講座が充実している。 

⇒ 大学などに在籍する外国人留学生の比率がＯＥＣＤ諸国平均

(6.5％)並みとなっているとともに、優秀な卒業者が経済社会の各分

野で活躍し、「内なるグローバリゼーション」の牽引役となっている。 

 

 

10 年後の姿（高度人材の育成） 
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生産性の向上 

生産性の向上は経済発展の原動力である。 

日本の製造業の生産性上昇率は過去５年間で 23.4％と高い

伸びを示しているが、韓国や米国に比べればなお劣位にある。

他方、同期間の非製造業の生産性上昇率はわずかに 4.1％であ

り、国際的にも極めて低い伸び率にとどまっている。水準でみ

ても、近年、製造業と非製造業の生産性の格差が広がっている。 
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（２）非製造業 

出典：ＯＥＣＤ「National Accounts」より作成 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

非製造業のなかでも、サービス業の生産性の水準は、米国と

比較すると、全ての分野で下回っているとの調査結果もある。

日本経済の中に占めるサービス業を含む非製造業のウェイトは

付加価値ベースにおいても就業者数においても約７割に達して

おり、その生産性向上が急務となっている。 

生産性の向上は、労使双方の取り組みによって実現される。

日本では、長期雇用や企業内労使関係が一般的であり、社内の

意思疎通が円滑であるとともに、勤勉で協調性のある労働者が

多い。今後も、年功型賃金や定期昇給など、時代にそぐわなく

なった仕組みを見直しつつ、「人間尊重」「長期的視野に立った

経営」を理念とする日本的経営の強みを維持していく努力が欠

かせない。同時に、リタイアの時期にさしかかっている団塊の

世代の技能、暗黙知を継承できるよう、産学が連携して人材の

育成や暗黙知の文書化などを進めていく必要がある。 

最新鋭の資本設備も重要である。1990 年代以降のいわゆる失

われた 10 余年において、過剰設備・債務が足かせとなり、設備

投資が停滞した結果、資本設備のビンテージ(平均年齢)が上昇
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図表第８ 労働生産性（従業員一人あたり付加価値額）の推移 

出典：財務省「法人企業統計年次別調査」 
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している。法人の実効税率を引き下げるとともに、法定耐用年

数の大幅短縮や、償却資産に係わる固定資産税の廃止などによ

り、設備の新陳代謝を後押しすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性の向上のためには、ＩＣＴの高度利活用も欠かせない。

ＩＣＴ投資に対応した事業・組織・人材などの見直しが不十分

であり、情報システムの部分的導入や部門内最適化にとどまっ

ている企業が多い。他方、企業内全体最適化やサプライチェー

ン・マネジメント・システムの構築など企業間全体最適化まで

達成した企業は少ない。とりわけ、金融、物流などのサービス

業において、ＩＣＴにより生産性を引き上げる余地が大きい。 

さらに、こうした企業努力を支える、産業・物流インフラの

整備も求められる。企業の活動が国境を越えてシームレスに展

開されるなかで、ヒト・モノがスムーズに移動できる基盤が必

要性を増している。かつてアジアのハブ港湾であった神戸・横

浜・東京は今や香港・シンガポールや上海・釜山などに取扱量

8

9

10

11

12

13

14

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

(年数)

注）1979年までは68ＳＮＡベース、1980年からは93ＳＮＡベースの統計を使用
日本の設備の平均年齢＝〔（前期の平均年齢＋1）×（前期末の資本ストック－今期の除却額）＋今期の設備投資額×0.5〕÷今期の資本ストック

（年）

出典：内閣府「民間企業資本ストック統計」、経済企画庁「国富統計」より作成

図表第９ 製造業の設備ビンテージの推移
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で大きな差をつけられている。空港も、中国、韓国、タイなど

東アジア地域で複数の滑走路を有する大規模空港の整備が進ん

でおり、日本の国際的地位は低下してきている。幹線道路など

国内交通網も、その規模やコスト、産業クラスターとの結びつ

きなどの面において、十分な水準に達していない。財政事情は

厳しいが、経済全体としての生産性を上昇させていくには、メ

リハリの効いた予算編成や国と地方の役割分担の明確化などを

通じ、真に必要な社会資本の整備を急がなければならない。 

 

⇒ 「ものづくり力」や「現場力」が発揮され、製造業の生産性上昇率

は、引き続き世界のトップレベルを維持している。また、規制改革、

ＩＣＴの活用などにより、金融、流通・物流、ビジネス支援などサ

ービス業をはじめ非製造業の生産性が上昇している。 

⇒ 長期的視点に立って研究開発・投資・人材育成を行う「経営の論理」

と収益回収を重視する「資本の論理」の間でバランスがとれた日本

的経営の強みが、引き続き、維持されている。 

⇒ イノベーションの成果を活かした設備投資が積極的に行われ、資本

設備のビンテージは、1990 年代前半の水準へ４年程度低下している。

国内に最先端の生産拠点が維持され、雇用を創出している。 

⇒ ＩＣＴの活用を梃子に、企業や業種の壁を越えた全体最適化が進み、

世界トップクラスのＩＣＴ経営が実現されている。また、テレワー

ク、ＳＯＨＯ(スモールオフィス・ホームオフィス。ＩＣＴを利用し

て、小さなオフィスや自宅などでビジネスを行っている事業者)の一

般化など、ＩＣＴがひとびとの働き方を変化させている。 

⇒ 大都市圏拠点空港・港湾の整備、国際海運・航空と国内の物流ネッ

トワークのＩＣＴも活用した有機的連携が進み、グローバルなサプ

ライチェーンの構築など、企業の国際展開に役立っている。 

10 年後の姿（生産性の向上） 
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需要の創出・拡大 

イノベーションと生産性向上により上昇する潜在成長力は、

需要の伸びに裏打ちされて現実の成長に結実する。 

バブル崩壊以降の経済の低迷は、バランスシート調整に伴う

需要の縮減と、これを反映した投資の停滞の悪循環により生じ

た。思い切った不良債権処理により、この悪循環はようやく断

ち切られ、需給ギャップは改善しつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後について、人口減少による需要減退を懸念する声も少な

くない。しかし、これまでも、需要は、輸出を中心に、人口増

加率を大幅に上回って伸張してきた。人口減少の影響を決して

軽視すべきではないが、既存市場の深化・拡大に加え、新しい

需要のフロンティアは内外に多く、これを確実に開拓していけ

ば供給力に見合った需要を確保することは十分可能である。 

図表第 10 国内での製商品・サービス需要Ｄ．Ｉ． 

（「需要超過」－「供給超過」） 

出典：日本銀行「全国企業短期経済観測調査（短観）」

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

製造業（大企業）

全規模全産業



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その最大の柱はアジアとの経済連携の強化である。日本とア

ジアとの間では、国境を越えた高度な生産ネットワークが形成

され、拡大・深化を続けている。自動車、エレクトロニクス製

品の分野では、中国・ＡＳＥＡＮからアジア域内や欧米などに

輸出し、日本がその中核部品や資本財を供給する三角貿易構造

が成立している。アジアは世界の生産拠点としての機能を強め

ており、この構造は一段と拡大すると見通される。さらに、東

アジアやインドにおける中間所得層が厚みを増してきているこ

とも注目される。品質や価格について要求水準の高い消費者に

磨かれ鍛えられてきた日本の製品・サービスは、これら急拡大

する市場で「日本ブランド」として歓迎されている。 

アジアのみならず、米国をはじめ先進諸国、ロシア、ブラジ

ルといった新興途上国など、高い成長が期待される国々は多い。

日本が、世界最先端の新製品・新サービスの開発・提供を続け

るとともに、ＷＴＯ体制の維持・強化とＦＴＡ／ＥＰＡの締結

図表第 11 人口増加率と実質民需・輸出などの増加率 

出典：内閣府「国民経済計算」、総務省「国勢調査」より作成 
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促進を実現できれば、外需は大きく拡大する可能性を秘めてい

る。 

国内においても新しい需要の芽が多く、これらを確実に開花

させる必要がある。 

まず、規制や公的関与のため、需給にミスマッチが生じてい

る分野がある。医療、教育、育児分野では、多様なサービスに

対する需要は旺盛なものがある。 

国民の生活水準が向上し、一人ひとりのニーズが多様化する

なかで、市場の大幅な拡大が見込まれる分野も少なくない。た

とえば、日本の住宅や住環境は、諸外国に比べて決して十分な

水準とは言えず、質の高い住宅や美しく豊かな住環境に対する

国民のニーズはきわめて高い。 

また、アニメ、ゲーム、音楽などコンテンツも内外に大きな

潜在需要を抱えている。日本のコンテンツ産業のＧＤＰ比は

2.7％と、米国の 4.7％に比べ極めて小さな規模でしかない。日

本のアニメや音楽が国際的にも注目を集めていることを考える

と、潜在的な市場規模は大きい。 

さらに、史跡や美しい自然に加え、豊かな食文化、最先端の

製品・ファッションなど豊富な観光資源を活かした観光は、外

国人旅行客の増大を含め伸張が期待される市場である。2005 年

に海外旅行に出かけた日本人は年間 1,740 万人であるのに対し

て、訪日外国人は 673 万人にとどまっている。また消費額ベー

スでみても、日本国内における観光関連消費 24.5 兆円のうち訪

日外国人による消費はわずか 1.6 兆円(6.5％)である。近隣諸国
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とも連携し、官民一体となった政策を充実させれば、訪日外国

人の増加とそれによる消費拡大の余地は極めて大きい。 

加えて、女性や高齢者の社会参加の増加に伴い、家事労働全

般の市場化や製品化が進んでおり、有望な市場となりつつある。 

 

 

⇒ 2015 年までの間、実質ベースで、民需は年平均 1.7％で伸びるとと

もに、外需も年平均 7.0％で伸び、潜在成長力の上昇に見合う市場が

確保されている。 

⇒ 高感性の商品やきめこまかなサービスをはじめ日本の強みを活か

した高付加価値商品が投入されることにより、既存市場がさらに深

化・拡大している。 

⇒ 規制改革、市場化テストなどによって、これまで制度的に制限され

ていた需要が、市場メカニズムに基づき顕在化している。たとえば、

医療分野では、混合診療が全面的に解禁され、また、保育サービスに

ついて利用者への直接補助方式が導入されることなどにより、消費者

のニーズに合ったサービス提供が可能となり、享受されている。 

⇒ 良質でゆとりある住宅と、安全・安心で住みやすく美しい住環境、

活力ある都市・地域が実現している。 

 日本のコンテンツの国際競争力と情報発信力が一層高まり、コンテ

ンツ産業は 18 兆円を上回る規模に成長している。 

 2010 年までに年間 1,000 万人、2015 年までに年間 2,000 万人の外

国人観光客が日本を訪れている。日本、中国、韓国を中心とする北東

アジア観光ゾーンが形成されている。 

 生活関連ロボットや福祉ロボットなどの普及が進み、2015 年まで

に関連市場が２兆円規模に拡大している。 

 上記を含め、2015 年までに、サービス６分野(健康・福祉、育児支

援、観光・集客、コンテンツ、ビジネス支援、流通・物流)の市場規

模が約 70 兆円拡大している。 

10 年後の姿（需要の創出・拡大） 
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金融市場の活性化 

実体経済の成長を安定的に実現するには、金融面からのサ

ポートが不可欠である。企業が、連続的なイノベーションを

実現していくには、必要な資金が迅速かつ容易に調達できる、

使い勝手の良い金融市場が前提となる。 

しかし、日本の金融市場は、こうしたニーズに必ずしも応

えられる態勢になく、国際的に見ても、存在感が低下しつつ

ある。たとえば、新規株式公開額をみると、シンガポールが

急伸する一方で、日本は伸び悩んでいる。同じく金融市場の

成長鈍化に直面している米国では、規制と国際競争力とのバ

ランス改善をめざした改革を始めている。日本も、早急に制

度・システム両面での改革を進め、国際的に魅力ある市場を

構築することが求められる。「Free（市場原理が働く自由な市

場）、Fair（透明で信頼できる市場）、Global（国際的で時代

を先取りする市場）」を掲げた日本版ビッグバン構想から 10

年を経た今、その理念の具現化に向けた取り組みを一段と強

化しなければならない。 

図表第 12 世界の主要株式市場の新規株式公開額の推移 

（単位：百万ドル） 

 2003 年 2004 年 2005 年 

ニューヨーク証券取引所 30,995 54,520 44,116 

ロンドン証券取引所 7,591 13,831 31,169 

日本株式市場※注 2,995 3,898 3,652 

シンガポール証券取引所 1,087 2,141 3,907 

注）日本については、日本市場全体のデータである。 

出典：World Federation of Exchanges、日本証券業協会 
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金融市場の国際競争力を高めるには、投資家の厚みを増す

必要がある。「貯蓄から投資へ」の流れを一段と推し進めるた

め、税制などの整備を進め、国内投資家を育成するとともに、

海外からも投資家を呼び込んでいくことが求められる。 

他方、安定的な産業資金の確保も引き続き重要な課題であ

る。市場機能を活用したリスク分散手法強化などにより、金

融機関が主要産業の設備投資、輸出入や海外展開などに伴う

資金需要に積極的に取り組む環境整備を進めていくべきであ

る。 
 

 

⇒ 日本の金融市場が、上場株式の時価総額、債券発行残高、外国為替

取引高などで再びニューヨーク、ロンドンに比肩しうる国際的地位を

確保している。 

⇒ 多様な投資家が育成され、また海外から呼び込まれた結果、中長期

の観点からリスクテイクを行う投資家層が厚みを増し、イノベーショ

ンを資金面から長期的かつ安定的に支える構造が整っている。 

⇒ 現在の相対型の金融システムに加えて、多様なプレイヤーが金融市

場を通じ、自らの判断で金融商品・サービスを選択できる市場型の金

融システムが確立され、大企業のみならず地方企業や中小企業などの

幅広い資金需要に応えている。 

⇒ アジアはじめ新興市場国に日本の金融業が展開し、日系･非日系問

わず企業の資金需要に柔軟かつ速やかに応える体制を整備している。 

 アジア金融市場が整備され、日系企業による現地通貨建て長期資金

の直接調達が円滑化されるとともに、アジア域内の通貨安定が図られ

ている。 

10 年後の姿（金融市場の活性化） 
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環境・エネルギー政策 

成長を確かなものとしていくには、克服しなければならない

制約要因がある。とくに、エネルギーと環境の問題や、後述す

る財政赤字が足かせとなるおそれが強い。 

中東における地政学リスクの存在や生産余力の減少などの供

給不安、中国やインドの急成長に伴う需要増などによって、エ

ネルギー需給の構造的な逼迫が続くことが予測される。エネル

ギー資源のほとんどを輸入に頼らざるをえない日本が、このよ

うな情勢の下で持続的な成長を続けていくには、長期的かつ安

定的なエネルギー供給を確保する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため引き続き主要なエネルギー源である石油、天然ガス、

石炭について供給源の分散と有効利用を図ることが重要である。

同時に、資源供給途絶リスクが小さい原子力を、安全性の確保

を大前提として、国民の理解を得ながら、原子燃料サイクルを
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図表第 13 世界の地域別エネルギー需要の推移と見通し 
(百万toe) 

注）グラフの上の太字は世界全体。「アジア太平洋」は日韓豪ＮＺを含み、中国とインドを除く。 
出典：ＩＥＡ「World Energy Outlook」2006
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含めて積極的に活用し、最適なエネルギー供給バランスを追求

すべきである。 

持続的な成長は、環境と両立するものでなければならない。

地球温暖化防止、大気・水・土壌環境の保全、循環型社会の実

現、化学物質対策などの重要性は改めて指摘するまでもない。

税や規制に頼らず、事業者や消費者の環境行動の促進、環境行

動が経済的利益につながる基盤の整備、さらに技術開発の促進

と成果の普及、サマータイム制度の導入などによって、成長と

環境の好循環を実現する必要がある。経済界も引き続き経団連

の『環境自主行動計画』に基づき、環境負荷の軽減に取り組む。 

 

 

⇒ 原子力、石油、天然ガス、石炭など、それぞれの特性を踏まえたエ

ネルギー源の多様化と供給源の分散が進展し、エネルギー供給の長期

安定性が高まっている。2030 年までに自主開発比率を引取量ベース

で 40％とすることをめざし、資源国との関係が強化されている。 

⇒ 日本の技術を活用したアジア・エネルギー・パートナーシップを通

じて、アジアにおけるエネルギー需給や環境問題が改善している。 

⇒ 2030 年時点での発電電力量に占める原子力比率 30～40％以上とい

う目標達成に向け、原子力が基幹電源として積極的に活用されている。 

⇒ 全ての国が参加するポスト京都議定書の枠組みの下で地球温暖化

対策の実効的な取り組みが進み、地球環境への負荷が軽減されている。 

⇒ 国・地方・事業者・消費者の適切な役割分担のもとに、３Ｒ(リデ

ュース、リユース、リサイクル)と廃棄物の適正処理を推進し、資源

の有効活用と環境負荷の低減を図る「循環型社会」を実現している。 

⇒ 環境・エネルギー分野において、燃料電池、バイオマス、太陽光発

電などの技術戦略が着実に推進されている。国内におけるエネルギー

の効率利用や環境対策が一層進展している。 

10 年後の姿（環境・エネルギー政策） 
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２．アジアとともに世界を支える 

 

日本の成長と繁栄は、アジアのダイナミズムを取り込み、そ

れをさらにグローバルな成長につなげていくことで実現される。

日本は、アジアの一員として、アジアとともに、世界経済のさ

らなる発展にチャレンジする。 

 

ＷＴＯ体制の維持・強化 

アジアは、早くから日本をはじめ先進諸国の投資を柔軟に受

け入れ、高い成長を実現し、その成長がさらなる投資を呼び込

み、世界の成長センターとしての地位を固めてきた。先進国企

業がアジアにおける生産機能を構築・拡大し、世界の生産拠点

としての機能を強めるにしたがい、地場の企業・産業も急成長

し、域内や域外との貿易が活性化してきた。 

このように、アジアの、そして世界の成長を支える基盤は、

自由な貿易・投資活動であり、多角的な国際通商システムの維

持・強化を通じて、世界全体の貿易と投資の自由化の底上げを

図る必要がある。 

ＷＴＯは、最恵国待遇と内国民待遇の基本原則に基づき、前

身のＧＡＴＴ(関税と貿易に関する一般協定)時代を含め、これ

までの数次のラウンド交渉を通じて、グローバルな規模での自

由化とルールの形成を主導してきた。また、加盟国全てが平等

に問題の正当性を問い、ルールに基づき解決することができる

紛争処理メカニズムを備えることで、協定の実効性を確保し、
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国境を越えた経済活動の安定性、予見可能性を高めてきた。 

こうした機能をさらに拡充するために、2001 年のＷＴＯドー

ハ閣僚会議において、ドーハ開発アジェンダの立ち上げが決定

し、2002 年より交渉が進められている。しかし、加盟国が 150

カ国に達し、貿易円滑化、環境、開発問題など交渉分野も拡大

するなかで、加盟国間、とりわけ先進国と途上国間での合意形

成が困難となっている。当初の妥結期限である 2005 年１月１日

を大幅に過ぎたにもかかわらず、本格的な交渉再開時期すら設

定できない状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表第 14 ドーハ開発アジェンダの各交渉分野の進捗 

出典：経済産業省資料より作成 
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ドーハ開発アジェンダが頓挫するようなことがあれば、貿

易・投資の自由化に向けた原動力が失われることになりかねな

い。貿易・投資の拡大により多大な恩恵を受けてきた日本は、

アジアの国々とともに、ＷＴＯを中核とする国際通商体制の維

持のため、積極的に努力する義務がある。経団連は、各国の経

済界と連携し、ドーハ開発アジェンダの早期妥結をめざす。 

 

 

 

⇒ およそ全ての国・地域がＷＴＯに加盟している。ＷＴＯは引き続き

多角的通商体制の基盤として機能し、貿易・投資活動がさらに活発化

している。紛争解決制度が効果的に機能し、不公正な通商措置の是正、

各国が約束した市場開放が着実に実施され、国際経済紛争が政治問題

化せずに処理されている。 

⇒ ドーハ開発アジェンダは妥結し、先進国と途上国の隔てなくその利

益を享受している。新しいラウンドが開始され、モノやサービスの貿

易障壁のさらなる削減、アンチダンピングなどのルールの改善に向け

た交渉が進んでいる。また、投資、競争など、現在はＷＴＯでルール

が整備されていない分野についても、他の国際機関との協力の下、ル

ール化に関する検討が進められている。さらに、交渉長期化の一因と

なっているコンセンサス原則の緩和についても検討が進んでいる。 

 

 

10 年後の姿（ＷＴＯ体制の維持・強化） 
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ＦＴＡ／ＥＰＡの締結促進 

ＷＴＯがグローバルな貿易・投資の自由化を先導する一方で、

世界的には、1992 年のＥＵ(欧州連合)、1994 年のＮＡＦＴＡ(北

米自由貿易協定)の成立など、経済統合をめざす動きが本格化し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は、アジア域内最大の経済力を有する国として、アジア

重視の外交・通商・経済協力政策を展開してきている。また、

企業も直接投資や基幹となる高度な部品・材料の供給を通じ、

域内生産ネットワークの深化・拡大、地場産業の技術水準の向

上や雇用の創出に深く関わっている。この結果、域内では事実

上の広域経済圏が形づくられ、域内貿易比率をみても、ＥＵが

60％、ＮＡＦＴＡが 45％に対して、東アジアは 57％に達し、一

つの極として、世界経済の牽引役となる素地が既に十分に築か

れている。 

近年、アジア域内では、事実上の広域経済圏を踏まえ、制度

出典：ＷＴＯ 

図表第 15 地域貿易協定の累積件数 
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面でも統合をめざす気運が盛り上がりをみせている。こうした

動きは、アジア域内におけるグローバルな事業展開のインフラ

を強化するものであり、これまで日本が築いてきた、日本とア

ジアの互恵的な成長の礎をより強固にするものである。アジア

がさらなるダイナミズムを発揮するため、これを加速させ、「東

アジア共同体」を形成していくことが望まれる。 

ただし、域内には多様な発展段階の国々が存在し、政治体制、

市場経済の成熟度、価値観もさまざまである。また、アジアの

成長は世界経済の発展と表裏一体の関係にあることを忘れては

ならない。アジアがめざすべき国際秩序は、ローカルな価値の

共存を認め合うとともに、引き続き外に開かれたものでなけれ

ばならない。 

日本はこうした側面に十分に配慮しながら、「アジアとともに

世界を支える」という基本姿勢に立って、米・欧と並ぶアジア

における制度面での統合に向けて積極的なイニシアティブを発

揮していかなければならない。 

その際、日本に求められる役割は、たとえば、国内経済を活

性化し、アジア経済に対するアブソーバー機能を発揮するとと

もに、金融市場の国際化を進め、旺盛なアジアの資金需要に応

えていくことである。また、市場システム構築、産業・金融技

術、環境・エネルギー問題への対応などにおけるフロントラン

ナーとして、自らの経験と知識を各国と共有し、進化させるこ

とも重要である。さらに、政治の安定化、社会の近代化を最も

早く達成した国として、「自由」「民主主義」「市場経済」といっ
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た価値観の定着に積極的に貢献することも期待される。これら

に加え日本に期待される重要な役割は、域内最大の経済力を活

かしつつ、Ｇ８など域外のフォーラムとの「ゲートウェイ」と

して、アジア諸国の間をつなぎ、アジアと米欧をつなぎ、アジ

アとグローバルな世界をつなぐことである。国と国、企業と企

業、人と人など、重層的なレベルでの結びつきの深化は、一定

の緊張感も存在する域内諸国の安定化にも資する。 

日本は、こうした責務を果たしていくためにも、まず、ＷＴ

Ｏ協定との整合性を確保しつつ、アジアにおいてＥＰＡの締結

を急がなければならない。ＥＰＡは、実態先行の統合の脆弱性

を克服し、将来にわたり、経済活動に関わる多様な分野におけ

るルールを明確化するとともに、ヒト、モノ、カネのさらなる

移動の自由化を可能とするシームレスな経済環境を実現するた

めに不可欠である。中国や韓国をはじめ、各国が締結推進の動

きを加速させるなか、日本がＥＰＡ締結に対して今まで以上に

積極姿勢をみせなければ、各国の日本との交渉に対するモメン

タムは低下し、経済連携ネットワークから取り残されかねない。 

日本はこれまで、アジア諸国との間では、シンガポール、マ

レーシアとのＥＰＡを発効させている。また、フィリピンと署

名をすませ、タイ、インドネシア、ブルネイとは大筋合意に至

っている。さらに、韓国、ＡＳＥＡＮとも交渉中である。今後

は、アジアの未締結国との交渉を促進するとともに、段階的に

進めてきたＥＰＡを、地域全体をカバーする「面」のＥＰＡへ

と拡大していかなければならない。 
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ＡＳＥＡＮとのＥＰＡを早期に締結した上で、2011 年までに

広く東アジア全域におよぶＥＰＡの成立をめざすべきである。

志向すべきＥＰＡの「広さ」は、ＡＳＥＡＮと日中韓に、イン

ド、オーストラリア、ニュージーランドなどの参加を視野に入

れたものであり、「深さ」は、グローバルな事業活動に必要な環

境を整備する観点から、貿易の自由化や円滑化のみならず、投

資ルールの整備、人の移動、知的財産権の保護、環境・エネル

ギー分野の協力などを含めた包括的な内容である。 

同時に、強固な同盟関係にある米国や、資源産出国であるＧ

ＣＣ諸国、中南米諸国など戦略的に重要な国との間でも、ＦＴ

Ａ／ＥＰＡ締結の促進に全力を尽くしていく必要がある。 

これらの交渉を戦略的かつスピード感をもって進めるため、

特命大臣の任用をはじめ、府省の縦割りを排した官邸主導の体

制を速やかに構築していかなければならない。 

出典：外務省資料より作成
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図表第 16 各国とのＦＴＡ／ＥＰＡの取り組みの現状 
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⇒ 日中韓、ＡＳＥＡＮ、インド、オーストラリア、ニュージーランド

からなる包括的で質の高いＥＰＡが成立している。その結果、締約国

全体で、ＧＤＰが約 25 兆円押し上げられている。 

 域内でシームレスな経済環境が整備され、企業の自由な活動が保証

されている。取引コストは大幅に低下し、徹底的な最適地生産が進み、

より強固なバリューチェーンが構築されている。中間所得層が厚みを

増し、市場が急拡大するとともに、人の移動も活発化している。さら

に、域外からの貿易・投資も増加している。 

⇒ ＥＰＡを基礎として、金融・通貨、文化交流、教育、科学技術、感

染症や海賊対策などに関して、機能的協力が進んでいる。域内での相

互の信頼の構築、緩やかなアイデンティティの形成やコミュニティ意

識の醸成が進み、日本のリーダーシップの下、開かれた「東アジア共

同体」が視野に入っている。 

⇒ 米国やＧＣＣ諸国、中南米など戦略的に重要な国々との間でＦＴＡ

／ＥＰＡを締結している。また、ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）

全域でのＦＴＡ締結に向けた交渉も進んでいる。 

 

 

10 年後の姿（ＦＴＡ／ＥＰＡの締結促進） 
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経済協力の戦略的な展開 

日本が制度面での統合に向けてリーダーシップを発揮するた

めには、アジア諸国の期待に応えることで、一層の信頼と共感

を得ていかなければならない。 

そのため重要となるのは、地域経済の基盤強化に向けた、優

れた技術、知見、人材などを活用した「顔」の見える経済協力

である。日本は、これまで、ソフトとハード双方を含む経済社

会インフラ、貿易・投資環境の整備などに協力し、これを梃子

として、企業による貿易・投資活動の促進、現地における民間

経済活動の活発化を図ってきた。経済協力は、成長のパートナ

ーであるアジアの開発課題に対する援助手段であるのみならず、

軍事分野での貢献に制限のある日本にとり、友好的な二国間関

係の維持、安定した経済活動を通じた繁栄などに向けた、有力

な外交手段でもある。 

しかしながら、経済協力政策を取り巻く情勢は厳しい。先進

各国は、『国連ミレニアム宣言』(2000 年)を受け、ミレニアム

開発目標(ＭＤＧｓ)を実現するために、軒並みＯＤＡ予算を増

加させている。他方、日本は、1990 年代に世界第一位のＯＤＡ

供与国の地位を占めていたものの、厳しい財政状況を反映して、

予算の縮減が図られている。ＯＤＡ実績は、イラクやインドネ

シアへの債務救済・猶予による一時的な増加分を除けば、減少

傾向が続いており、ＭＤＧｓで確認された目標である対ＧＮＩ

(国民総所得)比 0.7％も大きく下回っている。 
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このままの状況が今後も継続すれば、国際社会の期待に沿え

ないばかりか、外交・通商政策の戦略的な展開にも支障をきた

す懸念がある。財政事情は厳しいが、戦略的かつ重点的に経済

協力政策を展開することで、事業環境の整備を通じた貿易・投

資の活性化などを進め、アジアの活力を引き出さなければなら

ない。 
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出典：図表第 17、18 ともに外務省

図表第 17 主要国のＯＤＡ実績の推移 
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もちろん、経済協力の重要性は、対アジア向けにとどまらな

い。アフリカやＧＣＣ諸国向けを含め、日本が国際社会に対し

て表明した技術支援、資金援助については、着実に実施してい

く必要がある。 

 

 

⇒ 途上国の自主性や自助努力を基本としながら、経済活動の活発化に

より持続的成長を実現するという日本型の経済協力政策をベースに、

引き続き主要なドナーの地位を維持している。 

⇒ これまで国際社会に対して表明した協力策を着実に実施している。

また、国民の理解を得て、効率的な推進体制の下で、外交・通商政策

との有機的連携を図り、国益を重視しながら戦略的な経済協力を展開

している。 

 予算面では、効率化を図ることを前提に、ＯＤＡの対ＧＮＩ比

0.7％の目標達成に向けて努力するなかで、必要な水準を確保してい

る。 

⇒ 企業は、政府やＮＧＯ(非政府民間組織)と連携しながら、経済協力

の担い手としての役割を拡大している。とくに、日本企業の技術と経

験が活かせる分野における経済協力が強化され、「顔」が見えやすく

なる結果、途上国から日本の経済協力がさらに評価されるとともに、

日本の外交・通商政策への信頼と共感が増している。 

10 年後の姿（経済協力の戦略的な展開） 
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３．政府の役割を再定義する 

 

これまでの改革の結果、企業部門はバブル崩壊に伴う負の遺

産をほぼ解消し、新たな挑戦に立ち向かえる態勢となっている。

しかし、政府は成長率を上回るペースで債務残高を増加させ、

財政的に持続可能性を欠く状態となっている。事務事業の効率

化・合理化はもとより、既得権益にとらわれることなく、「民が

行えるものは民が行う」との観点から、政府が果たすべき役割

を大胆に見直し、最小限のものに定義し直す必要がある。 

 

行財政改革 

健全な財政なくしては、国民の安心の拠りどころとなる社会

保障制度の維持や、教育・研究開発などの将来への投資も不可

能である。日本の財政は、近年の歳出抑制努力と、経済活力の

回復による法人課税などの税収増によって、基調としては改善

の方向に向かっているものの、先進国中最悪の状況にある。国

の一般会計は、依然として歳入の３分の１近くを公債金に頼っ

ている。地方財政も厳しい。プライマリーバランス(基礎的財政

収支)は黒字で推移しているが、公債依存度は１割を超えている。 

この結果、国・地方を合わせた債務残高は 767 兆円、対ＧＤ

Ｐ比 150.2％(2006 年度末)、国に限っても約 600 兆円、対ＧＤ

Ｐ比約 117％(同)に達している。現状のままでは、債務残高の

対ＧＤＰ比は発散的に上昇を続けるおそれがあり、財政の持続

可能性は確保されていない。 
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債務残高の累増は、償還費の増大を通じ歳出構造を硬直化さ

せ、将来世代の選択肢を奪う。また、金利上昇やインフレの潜

在的要因として安定的な経済成長を脅かす。さいわい、長期に

わたる低金利により、債務残高の急増にかかわらず公債費は低

水準に抑制されてきたが、経済がデフレからの脱却に向かうな

かで、金利が上昇に向かう可能性が高い。財政の持続可能性に

対する市場からの信認に問題が生じれば、国債金利の上昇、国

債費の増加、財政状況の悪化という悪循環を引き起こしかねな

い。 

今後、高齢人口の増大により、医療・年金などの社会保障関

係費が財政事情の逼迫要因となることは避けられない。しかし、

当面 10 年間程度は、人口減少がもたらす負荷は比較的軽微なも

のにとどめることが可能であり、公債に関する内外の信任が未

だ揺らいでいない今こそ、財政健全化に向けた道筋を明確にし、

歳出入改革を着実に実施することで、持続可能な財政構造を確

立しなければならない。 

経団連は、『経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006』

(2006 年閣議決定。以下『基本方針 2006』と略す)で決定された、

歳出・歳入両面の改革を通じ、2011 年度には国と地方を合わせ

たプライマリーバランスを、社会保障関係費の増大にもかかわ

らず、確実に黒字化するとの方針を支持する。さらに、本ビジ

ョンの最終年次となる 2015 年度には、国・地方のそれぞれにつ

いて、債務残高の対ＧＤＰ比の安定・低下が展望できるプライ

マリーバランスの黒字幅を実現することをめざす。 
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このため、公務員制度改革をはじめとした抜本的な行政改革、

徹底した歳出改革が必要である。国・地方を通じて、特別会計・

独立行政法人などを含め全ての事務事業、人件費・公共事業を

はじめ全ての経費について、選択と集中、機動的な行政の実現、

無駄の排除、コスト削減、事業評価などあらゆる観点から、聖

域なく徹底した見直しを行わなければならない。また、国・地

方の資産について最大限に売却・有効活用し、財政健全化に役

立てることも重要である。 

 

 

 

⇒ 官民の役割分担の見直し、事務事業の選択と集中、公務員制度・行

政機構の抜本的見直し、規制改革、民間開放などにより、小さくて効

率的な「筋肉質の政府」が実現している。 

⇒ 国・地方を通じ、財政の中長期的な持続可能性が確立している。歳

出・歳入両面にわたる改革を通じて、国・地方それぞれの債務残高対

ＧＤＰ比が着実に低下している。 

⇒ 歳出構造の改革を徹底する一方で、「日本型成長モデル」を確立す

ることによって、経済の持続的成長と財政健全化の両立が果たされて

いる。研究開発や少子化対策など、日本の将来に必要な分野には、資

源が重点的に配分され、経済の成長を支えている。 

⇒ 社会保障制度をはじめとする歳出面の徹底的な改革、政府の活動の

効率化などを通じて、2015 年度時点においても、租税と社会保険料

負担、財政赤字をあわせた潜在国民負担率は 50％を下回っている。 

 

10 年後の姿（行財政改革） 
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社会保障制度改革 

政府の役割の再定義の最大のポイントは社会保障制度改革で

ある。 

高齢化の進展などにより社会保障給付は急増している。1990

～2004 年度の社会保障給付の伸びは、年平均 4.4％と国民所得

の伸び 0.8％を大きく上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付の増大は社会保険料負担の重圧を増すとともに、財政赤

字の拡大の原因となっている。社会保障関係費は国の一般歳出

の４割強を占め、財政赤字の原因となっている。1990～2006 年

度の歳出増による国債残高増加額 130 兆円のうち、約 90 兆円は

社会保障関係費の増大による。 

社会保障給付は国民が受益するが、そのために必要な公費負

担の先送りが続けば、世代間の不公平を拡大するとともに、将

来世代に過度な負担を課すことになる。2005 年度の内閣府の試
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図表第 19 社会保障給付の伸びと対国民所得比の推移 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「社会保障統計年報」
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算によれば、生涯を通じた受益と負担の関係は、1943 年以前に

生まれた人は 4,875 万円の受益超過となる一方、1984 年以降に

生まれた人については 4,585 万円の負担超過となるとされてい

る。国民年金の未納・未加入問題も依然深刻であり、財源負担

の先送りの問題とあいまって、社会保障制度の持続可能性につ

いて国民の不安感が高まっている。 

『基本方針 2006』では、2011 年度までの間に、国・地方を合

わせて社会保障関係費を 1.6 兆円程度削減するとの目標が示さ

れており、最低限これを実現する必要がある。しかし、これで

もなお、社会保障関係費の伸びは 4.3％と、想定される名目成

長率を大きく上回っている。 

国民生活のセーフティネットである社会保障制度を将来にわ

たり持続可能なものとしていくには、社会保障給付の増大を徹

底して抑制し、経済の身の丈に近づけていく必要がある。この

ため、まず自助・互助で対応する部分と公的制度で対応する部

分の役割分担を見直し、公的制度の関わる範囲を大幅に縮減す

ることが求められる。同時に、社会保障制度や税など公的分野

で横断的に用いられる共通の認証システム(社会保障番号)、給

付と負担の情報の一元的な管理(社会保障個人勘定)の導入によ

り、制度の透明性を引き上げるとともに、給付の重複排除、事

務の効率化などを図る必要がある。また、高齢者を一律に弱者

と捉えず、年齢を問わず負担能力に応じて貢献を求めるべきで

ある。さらに、年金、医療、介護など各制度の一体的運用、保

険者機能の強化、ＩＣＴの活用などにより、コスト削減を着実
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に推進しなければならない。 

以上の改革を通じ、2012 年度以降の社会保障給付の伸びを

「高齢化で修正した成長率」(名目成長率に、公的年金のマクロ

経済スライドを考慮した上で、高齢化の進行率を加算したもの)

以下にとどめる必要がある。 

 

 

 

⇒ 自立・自助を基本とし、国民一人ひとりが、老後の生計、傷病な

どのリスクに対する備えを行っている。家族・親族、地域コミュニ

ティ、企業などによる互助がこれを補完している。社会保障制度は、

自助や互助ではカバーできないリスクへの対応をより重視したもの

となり、国民の安心の拠りどころとなっている。 

⇒ 給付水準の抜本的な見直し、働き方や年齢にとらわれない、所得

や資産に応じた負担により、世代間の不公平が縮小している。また、

所得捕捉の徹底や財源方式の見直しにより、同一世代内の公平も確

保されている。 

⇒ 社会保障番号、社会保障個人勘定が活用されている。 

⇒ 各制度を通じて一体的な運営が行われ、サービス提供コストの節

減や給付の適正化が進んでいる。ＩＣＴの活用により、医療・介護

保険を中心に給付の効率化や質の改善が飛躍的に進んでいる。 

⇒ 公的年金が一元化されている。税と年金保険料などの徴収も一元

的に行われている。高齢者医療と介護の役割分担が明確になるとと

もに、高齢者医療制度に対する公費負担割合が引き上げられている。 

⇒ 社会保障給付の伸びは、「高齢化で修正した成長率」以下にとどま

っている。社会保障制度は持続可能なものとなり、国民の安心・信

頼が確保されている。 

10 年後の姿（社会保障制度改革） 
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税制改革 

社会保障制度改革をはじめ歳出削減を徹底したとしても、高

齢化に伴う社会保障給付の増大に対応しつつ、2011 年度に国・

地方を合わせたプライマリーバランスを確実に黒字化し、その

後も財政の持続可能性を維持していくには、税収確保措置が避

けられない。 

もちろん、税制改革の目的は社会保障制度の安定財源確保に

尽きるものではない。経済活動を活性化させることによって税

収増を図るという観点を欠かすことができない。企業の活力の

向上があって、はじめて経済は成長する。各国が企業や個人の

活動の拠点として選択されることをめざして、税制整備を進め

ているなかで、国家間競争に劣後しない税制を構築することが

重要である。また、少子化対策、公益活動の促進、寄付文化の

育成などの面でも税制に期待される役割は少なくない。 

税制改革を考える際、日本の税制が法人課税や個人所得課税

など直接税に大きく偏っていることを見逃してはならない。国

税・地方税を合わせた法人税実効税率は約 40％であり、もとも

と法人税率の低いアジア諸国はもとより、ＥＵ諸国においても

税率引下げが行われた結果、諸外国と比して、高止まりの様相

を呈している。個人所得課税についても、数次の改正により累

進税率構造は緩和されたが、いまだに最高税率は他の先進諸国

に比して高い。また、多岐にわたる所得区分、分離課税、錯綜

した控除制度などにより、極めて複雑な制度となっており、所

得捕捉の問題もあって、国民の負担感、不公平感は強い。 
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30.00

39.90

33.33
　36.12  37.25

28.00

33.00

【東京】
法人税率:30％
事業税率:7.56％
住民税:法人税額×20.7％
【標準税率】
法人税率:30％
事業税率:7.2％
住民税:法人税額×17.3％

【ニューヨーク】
連邦法人税率:35％
州法人税率:7.5％
州付加税
 :州法人税額×17％
市法人税:8.85％
【ロサンゼルス】
連邦法人税率:35％
州法人税率:8.84％

法人税率
 :30％

法人税率
 :25％
付加税:法人
 税額×5.5％
営業税率
 :22.5％

法人税率
 :33 1/3％

連邦法人
 税率:21％
付加税率
 :4％
州法人税率
 :14％

法人税率
 :33％
生産活動税
 :4.25％

法人税率
 :28％

法人税率
 :33％

　　　　  　（2006年1月現在）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今後、社会保険料負担が増大していくことを考えるならば、

これ以上、直接税を増税する余地はない。新しい税収確保措置

は、経済動向に左右されにくく、幅広い世代が公平に負担する

とともに、経済に及ぼす影響が中立的であり、国境調整により

競争力への影響を遮断できる消費税を中心に考えざるをえない。 

税制改革の目安を得るため、名目成長率３％、長期金利４％

の前提を置いて、機械的な試算を行えば、次のような財政健全

化に向けたシナリオを描くことができる。 

図表第 20 税収構造の国際比較

図表第 21 法人実効税率の国際比較 

出典：図表第 20、21 ともに財務省 
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まず、2011 年度までの間については、『基本方針 2006』にお

いて 11.4～14.3 兆円の歳出削減が見込まれているが、堅実な見

積りとして少なくとも 11.4 兆円の歳出削減は確実に実施する

と想定する。あわせて、2009 年度の基礎年金国庫負担割合の引

上げなどを勘案し、消費税率を２％引き上げると、2011 年度の

国のプライマリーバランスはかろうじて 0.6％程度の黒字、ま

た、地方は 0.5％程度の黒字となる。しかし、依然として国の

債務残高対ＧＤＰ比を安定化させるまでには至らない。 

そこで、2012 年度以降、社会保障制度の改革を通じて社会保

障給付の伸びを「高齢化で修正した成長率」以下にとどめるこ

ととする。これに加え、消費税率に換算して３％程度の増税、

あるいは、社会保障以外の歳出について毎年 4.6％程度の削減

を行えば、2015 年度において、国のプライマリーバランスが

1.8％程度の黒字、地方も 0.3％程度の黒字と、国・地方それぞ

れの債務残高対ＧＤＰ比を安定的に低下させることが可能とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表第 22 プライマリーバランスの対ＧＤＰ比の推移 

注)2005 年度は実績値。2006 年度は補正後値。2007 年度は当初予算値（一部推計）。2008

年度以降は 2007 年度当初予算値に基づく試算値。また、自然体とは歳出入改革を実

施しない場合と仮定 
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もちろん、これは機械的試算によるシナリオであり、経済環

境の変化などによっては見直す必要があることはいうまでもな

い。また、ここでは、仮に消費税引上げによる税収を全て国に

帰属させているが、交付税・補助金を縮減し、同額の税源移譲

を行ったとしても結論は変わらない。 

このような試算結果を踏まえて、経団連としては、2011 年度

までに２％程度の消費税率の引上げはやむをえないと考える。

なお、その後を含めた具体的な税率・税源配分については、社

会保障制度改革を含めた歳出削減の進捗状況、国・地方の財政

状況、今後の経済の情勢などを踏まえ、広く国民的な議論を通

じて決定していく必要がある。 

 

図表第 23 債務残高対ＧＤＰ比の推移 

注)2005 年度は実績値。2006 年度は補正後値。2007 年度は当初予算値（一部推計）。2008

年度以降は 2007 年度当初予算値に基づく試算値。また、自然体とは歳出入改革を実施し

ない場合と仮定 
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⇒ 2010 年代中葉には、直接税と間接税の均衡がとれた新しい税体系

が構築されている。 

⇒ 法人課税は、基本的に国に一本化され、実効税率は 30％程度の水

準まで引き下げられている。 

⇒ 企業の国際的な活動のリスクとなる二重課税が生じないよう、国家

間の調整に関する枠組みが構築されている。 

⇒ 民間の非営利活動を積極的に支援する非営利事業体税制や寄附金

税制が確立している。 

⇒ 個人所得課税については、累進税率構造がより緩和されている。ま

た、社会保険料の負担増や、消費税率の引上げを考慮して、低・中所

得層の税負担が軽減されている。社会保障番号を活用することにより、

税制の公平性、透明性が高まっている。金融所得については、広く一

体的に通算する税制が構築されている。 

 

 

10 年後の姿（税制改革） 
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４．道州制、労働市場改革により暮らしを変える 

 

人口減少と少子高齢化が進むなか、豊かな生活を実現し、開

かれた機会を確保するには、国・地方の関係の抜本的な見直し

をはじめ、労働市場改革、実効ある少子化対策の確立など、制

度・体制の根幹に踏み込む広義のイノベーションが求められる。 

 

道州制の導入 

最も重要な課題は、中央集権的な国・地方体制の立て直しで

ある。 

明治以来、国を上位機関とし、地方をあたかもその執行機関

であるかのように位置づける体制が続いている。1999 年の地方

分権一括法により国と地方の役割分担に関する基本的な原則が

地方自治法に定められ、地方の事務は自治事務と法定受託事務

に整理された。しかしなお、国による地方への関与・統制が続

いており、自治事務についても国の規制・基準が課せられてい

る。国の地方支分部局と都道府県、都道府県と市町村で重複す

る事務も少なくない。また、都道府県から市町村への権限移譲

も十分ではない。この結果、自立的・主体的な地方経営が育た

ず、権限・財源を一手に握る東京に人口・産業などが一極集中

する一方、地方は過疎や住民の高齢化に悩んでいる。今後、人

口減少と少子高齢化が進むなかで、都市と地方間の不均衡がさ

らに拡大するおそれが強い。 
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中央集権体制の制度疲労は財政面にも深刻な影を落としてい

る。三位一体の改革にもかかわらず、交付税、補助金など国か

ら地方への巨額の財政移転が続いている。このため、負担と受

益の関係があいまいとなり、住民が負担感を欠いたまま、ナシ

ョナルミニマムを超えたナショナルアベレージの行政サービス

を求め、構造的な歳出拡大圧力となっている。とくに、交付税

については、交付税の法定率により算出される額を上回る交付

が続き、交付税特別会計に限っても借入金残高は 2006 年度末で

50 兆円を上回るとともに、国・地方の財政赤字の原因となって

いる。 

組織体制面では、合併特例法の下で、市町村の自主的な合併

が進められ、1999 年４月には 3,329 を数えた全国の市町村は

1,800 強と５割近くに減少しているが、地域ごとの進捗状況に

はばらつきが見られる。 

他方、社会の流動化やひとびとの活動範囲の拡大などを背景

に、都道府県の区域を越えた広域的な対応を要する行政課題が

増えてきている。また、近年のアジア諸国の台頭を受け、地方

が直接に海外の諸地域と連携する動きが活発化しているが、現

在の都道府県では、推進力や機動力に欠け、海外に対するプレ

ゼンスが弱いという指摘がある。さらに、指定都市に加え、中

核市、特例市の制度が創設され、市町村合併を機に新たに指定

都市などに指定される都市が増加していることもあって、都道

府県の位置づけや、役割を抜本的に見直すべきであるとの声が

高まっている。 



 

67 

今後、グローバル化は国内にも浸透し、各地は、地域間競争

のみならず国際競争にもさらされる。地方は、それぞれに差別

化戦略を展開し、グローバルな地平でコンペティティブ・エッ

ジを確立しなければならない。このような地方分権の担い手と

なる地方を実現するために、経団連は、2015 年度をめどに「平

成の廃藩置県」として道州制の導入をめざす。道州が、広域的

な経済圏の形成に主体的かつ自立的に取り組むようになれば、

道州間、さらには海外諸地域との競争と連携が進み、天災や人

災にも強い分散型の国土・経済構造が形成される。 

 

 

⇒ 地方体制は、自立的な市町村と道州に再編成されている。現在

1,800 強ある市町村は、少なくとも半分程度までに統合されている。

47 都道府県は、社会経済・地理・歴史・文化など諸条件に配慮して、

10 程度の道州に再編されている。ヨーロッパ自治憲章の補完性の原

則にならい、国から道州へ、従来の都道府県から市町村への権限移

譲が大幅に進んでいる。 

⇒ 市町村が、住民に身近な行政サービスの提供を総合的に担っており、

住民の利便性は飛躍的に高まっている。 

 広域的な行政課題には、道州が、広域的に分散する機能や資源、

現在は国の地方支分部局が有している人材、などを活用して対応し

ている。たとえば、従来の都道府県の区域を超えた、①国公立大学・

研究機関などの再編や企業との連携による知的クラスターや産業ク

ラスターの形成、②文化財・自然景観・アミューズメント施設・温

泉・グルメ・ショッピングなど複数の観光資源を組み合わせた観光

振興、③産業交通基盤など社会資本の整備と維持・更新、④リサイ

クルをはじめ広域的な循環型社会の構築などが進んでいる。 

10 年後の姿（道州制の導入） 
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⇒ 住民の監視と選択により、地方における規律が高まり、歳出の最適

化が進んでいる。また、市町村合併や道州制の導入による議員・職

員数、事務経費の合理化・削減、公共施設の整理統合や重複投資の

回避などの効果が現れている。 

 歳入面では、交付税改革・税源移譲などによって、地方が自由に

できる財源が拡大している。新しい財源を求める場合は、首長が住

民と向き合って納得を得ることが基本となり、個人住民税を中心に

課税自主権が活用されている。また、地方体制の改革や地方債発行

の自由度の向上により、自らの信用力に応じ、市場からの資金調達

が行われている。 

⇒ 道州はそれぞれの地域特性やハード・ソフト両面の蓄積を十二分に

活かし、国内的にも国際的にもコンペティティブ・エッジを確立し

ている。また、グリーンフィールド投資を中心に対日直接投資が拡

大している。この結果、道州相互間、さらには海外諸地域との競争

と連携が強化され、天災や人災などリスクに対しても強く、個性豊

かな分散型の国土・経済構造が実現している。 
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労働市場改革 

労働市場改革にも直ちに取り組まなければならない。 

日本の労働市場は、長期雇用、企業内労使関係を前提とした

企業内調整を基本としており、安定性に富むものの、問題も多

い。たとえば、年功型賃金、定期昇給など既にその時代的使命

を終えた仕組みは徐々に姿を消しつつあるが、なおその残滓が

しがらみとなり、多様かつ柔軟な働き方の実現や中途採用など

再チャレンジの妨げとなっている。また、産業や職種を横断し

た労働の流動性が低く、人口減少下での少子高齢化の進行に十

分対応できないでいる。 

このような事実を背景に、2015 年には 2004 年に比べて労働

力人口が約 400 万人減少することは不可避であるかのように語

られている。また、2007 年以降、いわゆる団塊世代がリタイア

の時期を迎え、徐々に労働市場から退出していく。これにより、

製造業における技術・技能の継承問題に伴う、ものづくり基盤

の喪失なども懸念されている。 

しかし、15 歳以上人口のうち、約 4,300 万人は労働市場に参

加しておらず、うち約 2,300 万人は 65 歳未満であるという事実

を忘れてはならない。たとえば、女性の労働力率を年齢構成別

にみると、いわゆるＭ字型カーブを描くことはよく知られてい

るが、就労希望者を加えた潜在的な労働力率は米国などと同様

に台形型に近い姿となっている。また、内閣府や東京都が実施

した調査では、団塊世代の就労継続意欲も強い。 
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労働市場に参入しているひとびとについても、雇用のミスマ

ッチの問題がある。完全失業者は 260～300 万人にのぼり、うち

約半分は 15～34 歳である。若年者が就労機会に恵まれなければ、

就労能力の健全な形成を損ないかねず、また社会保障制度の空

洞化にもつながるおそれがある。 
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図表第 25 雇用のミスマッチ状況（欠員率・雇用失業率） 

出典：厚生労働省「一般職業紹介状況調査」、総務省「労働力調査」より作成 
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　 60-64歳

　 15-59歳

労働力人口
 5682万人

労働力人口
 465万人

非労働力人口

 男
 534
万人

女
 1384万人

うち完全失業者
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図表第 24 生産年齢人口（15 歳～64 歳）の構成（2005 年） 

出典：総務省「労働力調査」
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女性の就労支援、高齢者の活用、若年者を中心とした雇用の

ミスマッチの解消により、労働力人口減少は相当程度、緩和可

能である。経団連は、全員参加型の社会を実現することで、2015

年までの労働力人口減少を 100 万人にとどめることをめざす。 

そのため、労働関係諸制度を総点検していく必要がある。労

働市場には、当然、財や資本の市場にはない規律が求められる。

しかし、行き過ぎた規制・介入は、かえって雇用機会を縮小さ

せ、再チャレンジの障害になる。雇用の安定確保、労働者保護

などの目的で導入された制度が、労働者の就労意欲や企業の雇

用意欲を減殺していないか、テレワークなどＩＣＴの活用の妨

げとなっていないか、円滑な労働移動の足かせとなっていない

か、などの視点から全面的に見直し、労使の自治を基本に、規

制は最小限とする方向で、労働市場改革を進めていくことが求

められる。労働市場改革は、産業の空洞化を避けるためにも待

ったなしの課題である。 

労使の果たすべき役割も大きい。遅々としたものであったが、

これまでの規制改革の結果、企業の外では、専門的技能や知識

を適正に評価する流動性の高い労働市場が形成されつつある。

「格差是正」の名目の下に、これを年功型賃金、定期昇給に代

表される旧来型の枠組みに抑え込むようなことがあってはなら

ない。労使も、労働の流動性を高め、再チャレンジのチャンス

を拡げる観点から、もはや形骸化した「春闘」や、正規・非正

規の区別にとらわれることなく、多様な就労・雇用ニーズへの

対応、役割や仕事、業績に応じた人事・報酬制度の整備をはじ
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め、それぞれの企業において「内なる改革」を進めていかなけ

ればならない。 

以上に加え、アジアをはじめ海外諸国から、能力と意欲のあ

る外国人材を受け入れることも重要である。また、中期的には、

諸外国の法制・事例も参考に、外国人の永住資格の取得に関す

る一般的なルールの整備も検討する必要がある。 

 
 

 

⇒ 意欲と能力があれば、性別や年齢に関わりなく働ける制度や仕組み

が整備されている。働くひとびとの選択肢が広がり、それぞれの価値

観、家族構成、ライフスタイルなどに合った多様かつ柔軟な働き方が

実現している。また、男女ともに、生活ニーズに即したワーク・ライ

フ・バランスが実現され、子育てをめぐる環境も改善されている。 

⇒ 規制改革や職業訓練に加え、企業の人事・報酬制度の「内なる改革」

が進むことによって、労働市場の流動性が高まっている。年齢や性別、

職種などにとらわれることなく、生産性の低い分野から高い分野へと、

スムーズな労働移動が行われ、社会全体としての労働生産性が上昇し、

国際競争力が強化されている。 

⇒ 女性、高齢者、若年者などを中心に、潜在的な労働力の顕在化と雇

用のミスマッチの解消が図られている。今後 10 年間における労働力

人口の減少は、100 万人程度にとどまり、労働力供給面からの成長制

約は軽減されている。 

⇒ 有能な外国人材が、労働市場に多数参入し、生産性を高めるととも

に、多様性のダイナミズムが発揮されている。 

10 年後の姿（労働市場改革） 
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少子化対策 

人口減少と少子高齢化への、より抜本的対策としては、実効

ある少子化対策の確立が求められる。 

政府は、1990 年代半ばからの『エンゼルプラン』、『新エンゼ

ルプラン』に基づき、少子化対策を推進してきた。2003 年には、

少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策法が制定され、2005

年度からは、『少子化社会対策大綱』とその具体的な実施計画で

ある『子ども・子育て応援プラン』に基づき少子化対策が推進

されている。しかし、累次の対策にもかかわらず、2005 年には

合計特殊出生率が 1.26 と戦後最低水準を更新し、少子化の流れ

に変化はみえない。 

 

 

 

 

 

 

 
 

しかし、同様に少子化傾向が続いてきた、フランス、イギリ

ス、ドイツ、イタリアなどの合計特殊出生率が、1990 年代から

底を打ち、反転している事実や、既に子どもを持つ両親の追加

予定子ども数が低下していないことなどから見ても、少子化対

策が不毛と断ずるのは早計である。 

図表第 26 合計特殊出生率の推移 

出典：厚生労働省「人口動態統計」
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少子化の原因としては、20 歳代後半を中心に、結婚行動や夫

婦の出生行動が変化し、非婚化、晩婚化、晩産化が進み、出生

力が低下していることがあげられる。また、子育てへの理解や

支援が不足し、子育て世帯にとって、経済面はもとより、時間

面・体力面・精神面の負担が大きいことなども原因となってい

る。さらに、ワーク・ライフ・バランスの重要性に関する企業

の理解は深まりつつあり、さまざまな制度・仕組みの整備が進

められているが、十分に活用されていない事実もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、少子化傾向を反転させるには、単一の施策では

不十分であり、子育て支援サービスの拡充や小児・産科医療の

基盤整備にとどまらず、仕事と子育ての両立支援や働き方の見

直し、若年世代の就労対策の推進などを総合的に組み合わせて

展開する必要がある。同時に、歳出入一体改革や社会保障制度
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子育て世帯優遇度

注）図は2004年の値。平均的な生産労働者の総所得に占める税負担率。税負担は所得税と雇用者負担金から現金給付金を引いた額
　　「子育て世帯優遇度」は、「子ども無し単独世帯」の税負担率から「稼ぎ手1人子ども2人世帯」の税負担率を差し引いた値

図表第 27 税制面における子育て世帯の優遇度の国際比較 

出典：米国商務省「Statistical Abstract of the United States 2006」



 

75 

オーストリア

フランス
アイルランド

イタリア

日本
韓国

オランダ

ノルウェー

スペイン

米国

オーストラリア

ベルギーカナダ

デンマーク
フィンランド

ドイツ

ギリシャ

ルクセンブルグ

ニュージーランド

ポルトガル
スウェーデン

スイス

イギリス

アイスランド

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

家族･子ども向け公的支出対GDP（％）（2001年）

合
計
特
殊
出
生
率

（
2
0
0
0
～
2
0
0
2
年
平
均

）

注）対象は世銀定義によるOECD高所得国。公的支出は社会保険や税の支出
　　家族･子ども向け公的支出は児童手当などのほか、出産手当、産休給付金などを含む

改革を進めるなかで、出生率が増加に転じた国々の施策も参考

にしつつ、子育て世帯へのさらなる税財政上の支援措置の拡充

を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、前提となるのが家族や社会の絆である。子どもは社

会の宝である。子どもの誕生を祝福し、子どもを慈しみ、守り、

育てることは、社会の基本的な責務である。子どもを家族が情

操豊かに育み、家族を地域コミュニティや企業が支える、その

ような社会であってこそ、少子化対策は実効を上げる。経団連

も、会員企業に、ワーク・ライフ・バランスの重要性について

さらに認識を深め、多様な働き方の選択肢を用意するように呼

びかける。また、国・地方、地域コミュニティとともに、社会

の意識改革に向けた国民運動に取り組んでいく。 

図表第 28 少子化対策と出生率の国際比較 

出典：世界銀行「World Development Indicators」 
   ＯＥＣＤ「Social Expenditure Database」 
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⇒ 少子化対策に関して、国・地方、企業、地域コミュニティ、国民と

いった各主体がそれぞれの役割を果たしつつ、連携し、複合的かつ効

率的に国民運動に取り組み、その結果、2015 年の合計特殊出生率は

1.5 程度に回復している。 

⇒ 全国各地で多様な育児サービスを提供し、子育て世帯のニーズに的

確に対応する仕組みが整っている。また、国民の間に、子育てや家族

を大切に考える意識が高まり、地域コミュニティでの子育て支援活動

が幅広く展開されている。 

 企業においては、ワーク・ライフ・バランスの考え方の下、多様な

働き方の選択肢が整備されている。同時に、男女ともに、無理なく仕

事と家庭生活を両立できるような職場環境が形成されている。 

10 年後の姿（少子化対策） 
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５．教育を再生し、社会の絆を固くする 

 
「希望の国」を実現していくには、経済・社会に加え、教育

や政治・憲法などをイノベートしていくことも欠かせない。 

 

教育再生、公徳心の涵養 

資源に乏しい日本にあっては、未来を切り拓く自立した人材

の育成が国の命運にかかわる最も重要な課題である。社会の一

員としての規範をわきまえ、課題に使命感をもって取り組むこ

とができる「志と心」、情報の収集や交渉、調整などを通じて目

標を達成する「行動力」、深く物事を探求し考え抜く「知力」を

備えた人材が求められている。 

学校への期待は大きい。しかし、初中等教育、とりわけ公教

育における教育力の衰退、理数系離れをはじめ基礎学力の低下

が指摘されて久しい。陰湿なイジメや「キレる」青少年の多発、

非行、校内暴力などの事件も後を絶たない。このままでは、誰

に対してもチャレンジの機会が公平に開かれている国とはいえ

なくなるおそれがある。一刻も早く、公教育の質的改善を進め

ていくことが求められている。 

経団連は、①均質な教育を見直し、個性や能力を最大限に伸

ばす多様性を重視した教育に転換する、②学校や教員が切磋琢

磨して自らの発意と創意工夫で学校経営や授業の改善を実現す

るための環境を整備する、③受け手の意向を反映した学習者主

権を確立する、を基本理念とした教育の再生をめざす。 
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現在の教育において最も欠けているのは、克己心、公徳心の

涵養という視点である。自己中心的な考えが蔓延し、他人に迷

惑をかけないといった最低限のモラルも確立されているとは言

いがたい。ごみや騒音などをめぐる地域における争い、風紀の

乱れ、さらには凶悪な少年犯罪をはじめとする治安水準の低下

など、法や社会規範の遵守さえ確保されていない事例が少なく

ない。 

より積極的に、自らの社会を自らの手で支えようという気概

や、社会全体の福祉の増進に貢献するといった意味における公

徳心も十分に育っていない。子育て家族の支援、防犯、再チャ

レンジ環境の整備など、さまざまな分野で地域コミュニティの

重要性が指摘されている。また、福祉や環境、天災・人災への

対応において、ボランティアやＮＰＯの役割は大きい。さらに

欧米では、文化・芸術の振興なども個人や企業の寄付により支

えられているところが少なくない。こうした要請に応えていく

ため、他人を尊重し、弱者を思いやる心が求められている。 

誠実、勤勉、克己心といった個人的な美徳に加え、正義、寛

容、慈善、同胞愛など公徳心がなければ、どのような社会も成

立しない。こうした美徳や公徳心は、国民の一人ひとりが、大

切にすることや、してはならないことなど、基本的な価値観を

共有する共同体の一員であるという自覚を持つことにより育ま

れる。学校や家庭での教育を通じ、歴史的に形成されてきた国

民、国土、伝統、文化からなる共同体としての日本を愛する心

と、その一員としての誇りと責任感を培っていくことが求めら
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れる。美しい薔薇が健やかな枝に咲くように、美徳や公徳心は

愛国心という肥沃な大地から萌え出る。 

国民の８割は愛国心を育てることが必要であるとの意識を共

有している。にもかかわらず、国を愛する気持ちが強いとする

人は二人に一人にとどまっている。とくに、国際的に見て、若

い世代の国に対する無関心さが目立つ。国旗や国歌に対する意

識をみると、米国や中国の高校生の過半は、誇り、親しみ、愛

着など肯定的な気持ちを抱いているのに対し、日本の高校生の

過半は「何とも感じない」と特異な状況にある。 
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図表第 29 愛国心に関する国民意識 

(1) 国を愛する気持ちを育てる必要性 

出典：内閣府「社会意識に関する世論調査」
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自らの国を愛する心がなければ、他国の国民感情を理解し、

尊重する心は生まれない。愛国心を持つ国民は、愛情と責任感

と気概をもって、国を支え守る。しかし、愛国心は、侵略や軍

国主義とは無縁である。むしろ、諸国民が、健全な愛国心を持

ち、他国の国民と対等に接し、協力・協調することが正義と秩

図表第 30 国旗・国歌に対する高校生の意識（日本･米国･中国の比較） 

(1) 国旗 (複数回答)

(2) 国歌 (複数回答)

出典：財団法人日本青少年研究所「高校生の学習意識と日常生活 
   －日本・アメリカ・中国の三ヶ国比較－」（2005 年 3 月）

54.8

50.0

4.2
1.8

64.6

20.3

15.8

10.5

46.8

12.213.3

7.2
11.1

13.0

27.7

0

10

20

30

40

50

60

70

日本 米国 中国

親しみを感じる

愛着を感じる

誇らしいと感じる

反発・反感を感じる

何とも感じない

何とも感じない

誇らしいと感じる

親しみを感じる

誇らしいと感じる

(％)

20.8

49.4

53.9

48.4

5.8
2.7

1.1

29.2

18.5

14.7
13.213.912.9

13.3

56.6

0

10

20

30

40

50

60

日本 米国 中国

親しみを感じる

愛着を感じる

誇らしいと感じる

反発・反感を感じる

何とも感じない

何とも感じない 誇らしいと感じる

親しみを感じる 誇らしいと感じる
(％)



 

81 

序を基調とする国際平和につながる。 

愛国心は、改革を徹底していく前提でもある。これからわれ

われが進む道は決して平坦ではない。石くれやいばらも多く、

痛みも覚悟しなければならない。国民に国を愛する心がなけれ

ば、「希望の国」に至る道筋を歩み続けることはできない。 

 

 

 

⇒ 公教育が本来果たすべき機能を取り戻し、公教育に対する国民の信

頼が回復している。初中等教育における総合的な学力水準は世界トッ

プレベルを維持している。国を支える指導的人材を見出し、その能力

を積極的に引き出す教育が行われている。 

⇒ 国民一人ひとりの心のうちに、国を愛する気持ちが自然に溢れ、日

本に対する誇りと責任を胸にしながら、日々の生活を営んでいる。国

旗や国歌を尊重する気持ちが育まれている。 

⇒ 社会のあらゆる場面において、ひとびとの公徳心が高まっている。

家庭や学校、地域社会の教育を通じ、しっかりとした躾を体得し、豊

かな人間性を備えた子どもが育っている。世代を問わず、法や社会規

範を尊重し、遵守することが当たり前に行われている。個人や企業が

主体的に「公」の役割を担い、教育の再生をはじめとした社会貢献活

動に積極的に参加している。 

10 年後の姿（教育再生、公徳心の涵養） 
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ＣＳＲの展開・企業倫理の徹底 

国民一人ひとりの公徳心は、ボランティアや寄付、ＮＰＯな

どの民間公益活動に自発的に参加・貢献していくことで具体的

に目に見える姿をとる。公共的な課題の解決を、全て国・地方

に委ねるのではなく、民間が行えるものは民間が自主的に担っ

ていけば、小さくて効率的な政府も実現される。 

企業も社会の一員として、法と社会規範を遵守し、企業倫理

に基づいた行動をとることは当然として、株主、従業員、顧客・

消費者、地域社会、ＮＰＯなど幅広いステークホルダーとの対

話を重ね、積極的に公益活動に取り組む責務を負う。企業はこ

れまでも、雇用や納税などを通じ公共的な課題の解決に貢献し

ている。また、教育・文化分野などでの社会貢献活動や地域社

会との共生、環境負荷の軽減などに努めているが、さらに視野

をグローバルに広げつつ、社会的責任(ＣＳＲ)を着実に遂行し

ていかなければならない。 

経団連は、1991年に『企業行動憲章』を策定して以来、企業

の自主的な取り組みを後押ししており、今後も企業倫理の確立

とＣＳＲの展開に全力を挙げて取り組んでいく。 

 

 

⇒ 各企業が社会的な課題の解決に向けて努力している。役員・社員は

高い倫理観をもち、企業不祥事は大幅に減少している。また、日本企

業は、企業倫理と社会的責任の実践について国際的なリーダーシップ

をとっており、グローバルな課題の解決に積極的に貢献している。 

 

10 年後の姿（ＣＳＲの展開・企業倫理の徹底） 
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企業行動憲章 
― 社会の信頼と共感を得るために ― 

（社）日本経済団体連合会

1991 年 09 月 14 日 「経団連企業行動憲章」制定
1996 年 12 月 17 日 同憲章改定 
2002 年 10 月 15 日 「企業行動憲章」へ改定 
2004 年 05 月 18 日 同憲章改定 

企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、

広く社会にとって有用な存在でなければならない。そのため企業は、次の 10 原則

に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルールおよびその

精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて

自主的に行動する。 
 

1. 社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配

慮して開発、提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得する。 

2. 公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また、政治、行政との健

全かつ正常な関係を保つ。 

3. 株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的

かつ公正に開示する。 

4. 従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確

保し、ゆとりと豊かさを実現する。 

5. 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要

件であることを認識し、自主的、積極的に行動する。 

6. 「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。 

7. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固とし

て対決する。 

8. 国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現

地の文化や慣習を尊重し、その発展に貢献する経営を行う。 

9. 経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂

範の上、社内に徹底するとともに、グループ企業や取引先に周知させる。また、

社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理

の徹底を図る。 

10. 本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決に

あたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努める。また、社会へ

の迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にした

上、自らを含めて厳正な処分を行う。 

以 上
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政治への積極的参画 

自由な市場経済は健全な民主政治により支えられる。市場に

秩序を与え、時に「市場の失敗」を補完し、持続的な成長を実

現する上で、政治の果たす役割は大きい。 

日本の政治は好ましい方向に大きく変わりつつある。2005 年

の総選挙は、政党の掲げる政策が選挙において決定的な重要性

を持つことを明らかにした。また、『基本方針 2006』の歳出削

減策の取りまとめが与党主導で行われたことに示されるように、

政治が改革を主導する気運も高まっている。 

問題も少なくない。最も憂慮されるのは参政権を行使しない

国民が多いことである。政治への積極的な参画は国民の義務で

あり、投票を通じ、国会や地方議会に自らの代表を選出するこ

とは、最低限の公共参加である。しかし、両院を通じて国政選

挙の投票率は近年 50～60％台にとどまっており、より身近な地

方選挙についても低下傾向が顕著である。政党が政策を競い、

国民が政策本位で積極的に投票を行う健全な政治の実現を促す

ため、教育・啓蒙活動を通じ、政党政治・政治参加の重要性に

関する国民意識を高めるとともに、一票の格差の是正を含め、

政治制度改革を進めていく必要がある。 
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健全な政治を、自らの負担で育てるという風土も育っていな

い。本来、政党の活動は、その綱領や政策に賛同する党員や支

持者によって支えられるべきである。しかし、主要政党は党本

部収入の過半を公的助成に依存する状態が続いている。 

政党において、政策の企画・立案、調査研究にあたる人材も

不足している。改革を徹底していくには、前例にとらわれるこ

となく、斬新な発想で政策を企画立案しなければならない。し

かし、実践に役立つ人材が体系的に育成されておらず、政策人
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図表第 31 両院選挙における投票率の推移 
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図表第 32 統一地方選挙における投票率の推移 

出典：図表第 31、第 32 ともに明るい選挙推進協会 



 

86 

材が必ずしも十分ではない。 

経団連は、役職を問わず広く企業人の政治意識の深化・向上

に努め、積極的な投票を呼びかけていく。また、民主政治を支

え、真摯に政策の企画・立案・実施に取り組む政党を支援する

ため、政党の政策評価を実施するとともに、会員企業にＣＳＲ

の一環として自発的な政治寄付を促していく。さらに、政党と

の政策対話をより深めていくとともに、政策人材や政治任用者

などの育成の場を充実させていく。 

 

 

⇒ 国民一人ひとりが政策を吟味し、積極的に一票を投じる有権者とな

り、投票率が上昇している。今後 10 年の間に、数度の国政選挙が見

込まれるが、これらを通じて、自ら政党や候補者の情報を収集し、政

策本位で投票するという動きが高まる。 

⇒ 政党本部の収入において、党費・事業収入と民間寄付の割合が高ま

っている。 

⇒ 政党の内政・外交全般にわたる政策の企画立案において、民間を含

め幅広い知恵や人材が活用されている。また、政治のリーダーシップ

を支える観点から、政治任用者が政策プロセスの中核に携わることが

一般化している。 

 

 

10 年後の姿（政治への積極的参画） 
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憲法改正 

政治の基本的な枠組みは憲法である。戦後、日本は、現行憲

法の下、自由と民主主義に基づく開かれた社会を築き、奇跡的

な復興と経済発展を平和裡に成し遂げた。しかし、現行憲法が

一度も改正されずにきたなかで、規定と現実の乖離、国際平和

に向けた主体的活動の制約など、多くの問題が生じている事実

を直視しなければならない。 

図表第 33 各国の憲法改正手続 

国名 
[制定年] 

議会などによる発議・議決 その他の手続(国民投票など) 

両院の2/3以上の賛成による発議 国民投票(過半数)による承認 日 本 
[1946年] ※ 現行憲法の改正回数は０回。 

(a)連邦議会上下両院の出席議員の 2/3
の賛成による修正の発議、または、(b)
全州の 2/3 以上の要請により召集され
た憲法会議による発議 

(a)全州の 3/4 以上の州議会、または、
(b)全州の 3/4 以上の憲法会議の承認 
(承認方法については連邦議会が提案) 米 国 

[1788年] 

※ 現行憲法の改正回数は 18 回。憲法上、上院における州の平等を奪うには当該州の
同意が必要。 

発議は、首相の提案に基づいて大統領が
行うか、または国会議員が行う。国民議
会と元老院の両議院での議決(過半数) 

(a)国民投票(過半数)による承認、また
は、(b)両院合同会議での 3/5 以上の賛
成による承認(政府提案の場合のみ) 

フランス 
[1958年] 

※ 現行憲法の改正回数は 14 回。共和政体は改正の対象とすることができない。 

連邦議会と連邦参議院で2/3以上の賛成  
ドイツ 

[1949年] 
※ 現行憲法の改正回数は 46 回。ただし、連邦制、人間の尊厳規定(１条)、民主国家・

社会国家などの国家の基本秩序(20 条)に抵触する改正は許されない。 

衆議院と元老院の各議院において、３ヶ
月間に２回、過半数による可決(３ヶ月
の期間を置けば同一構成の議会による
再議決可) 

国民投票は、議会の２回目の議決で 2/3
以下の過半数で可決された場合におい
て、何れかの院の 1/5 以上、50 万人以上
の有権者または５つの州議会の要求が
あったときに実施 

イタリア 
[1947年] 

※ 現行憲法の改正回数は 10 回(国民投票は未実施)。共和制(１条)は憲法改正の対象
とすることはできない。 

国民もしくは各議院の提案、連邦議会の
議決による発議 

(a)国民投票(過半数)による承認、およ
び、(b)各州の多数決による承認 スイス 

[2000年] ※ 1874 年に制定された前憲法は、1999 年に全面改訂による新憲法が制定されるまで
に 140 回改正された。 

議会(一院制)総議員の過半数または大
統領による発議。総議員の 2/3の賛成に
よる議決 

有権者の過半数による国民投票におい
て、投票者の過半数の賛成により成立 韓 国 

[1948年] 

※ 現行憲法の改正回数は９回。 

出典：衆議院憲法調査会 憲法調査議員団海外派遣報告書(2000 年［欧州］、 2003 年［韓国］、 
   2004 年［アメリカ］) 
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まず、安全保障の問題が挙げられる。東西冷戦の終了後も、

日本を含む東アジア地域においては、北朝鮮の核開発・ミサイ

ル実験など、安定的な安全保障環境が必ずしも確保されていな

い。また、国際テロなど新たな脅威に対して国際社会が団結し

て取り組む必要が高まっている。国民の安心・安全を確保する

ために必要な安全保障政策を再定義し、その展開を図っていく

ことが求められている。しかし、自衛隊や集団的自衛権の憲法

上の位置づけが不明確であり、実効ある安全保障政策の展開が

制約されている。 

自衛隊による国際貢献活動にも影響が出ている。日本は、国

際社会の一員として、世界平和や国際社会が抱える課題解決に

主体的にかかわっていくことが求められている。しかし、国際

貢献に関する基本的な考え方が不明確で、問題が起こるたびに

特別措置法を制定していたのでは、国際社会の期待や情勢の変

化に応じて積極的かつ機動的に対応することもままならない。

自衛隊が国際社会と協調して国際平和に寄与する活動に貢献・

協力できる旨を、憲法上、明示する必要性が高まっている。 

1946 年の制定当時と比較し、内外情勢も、国民意識も大きく

変化している。憲法の歴史的価値をたな卸しし、引き継ぐべき

もの、新しく創造するもの、変えるものを整理し、より国家理

念にふさわしい憲法に改正していく必要がある。経団連は、2010

年代初頭までに憲法改正の実現をめざす。 
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⇒ 2010 年代初頭までに、新しい時代の日本にふさわしいかたちに憲

法が改正されている。憲法の規定と現実の乖離が解消され、憲法が国

民に身近なものとなり、信頼感が高まっている。 

⇒ 効果的な安全保障政策により、国民の安心・安全が確保されるとと

もに、国際社会の平和と安定に寄与している。 

 自衛隊は、国民の強い信任のもと、迅速かつ効果的に、国益の確保

のための任務を遂行している。 

 日米同盟はより深く強固なものとなるとともに、安全保障や国際貢

献に関する基本方針が明確になることにより、近隣諸国からの信頼が

高まっている。さらに、国際平和構築に向けて積極的に貢献し、国際

社会からの信頼と尊敬を得ている。 

 

 

10 年後の姿（憲法改正） 
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第４章 今後５年間に重点的に講じるべき方策 

 

「希望の国」は、①新しい成長エンジンに点火する、②アジ

アとともに世界を支える、③政府の役割を再定義する、④道州

制、労働市場改革により暮らしを変える、⑤教育を再生し、社

会の絆を固くする、の五つの改革により実現される。本章は、

今後５年間に焦点を絞って、五つの改革の具体的方策を十九の

柱に分けて詳述する。 

 
 １． イノベーションの推進 

 ２． 高度人材の育成 

 ３． 生産性の向上 

 ４． 需要の創出・拡大 

 ５． 金融市場の活性化 

 ６． 環境・エネルギー政策 

 

 ７． ＷＴＯ体制の維持・強化 

 ８． ＦＴＡ／ＥＰＡの締結促進 

 ９． 経済協力の戦略的な展開 

 

 10．行財政改革 

 11．社会保障制度改革 

 12．税制改革 

 

 13．道州制の導入 

 14．労働市場改革 

 15．少子化対策 

 

 16．教育再生、公徳心の涵養 

 17．ＣＳＲの展開・企業倫理の徹底 

 18．政治への積極的参画 

 19．憲法改正 
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１．イノベーションの推進 

 

  総合科学技術会議の強力なリーダーシップの下、『第三期

科学技術基本計画』(2006 年閣議決定)とこれに基づく『分

野別推進戦略』ならびに『イノベーション創出総合戦略』を

着実に推進する。財政面では、政府研究開発投資額の一層の

拡充を図り、対ＧＤＰ比１％、５年間の投資総額を 25 兆円

とする目標を、投資効率の検証を行いつつ、確実に達成する。 

 ライフサイエンス、情報通信、サステイナブル・テクノロ

ジー(環境・エネルギー)、ナノテクノロジー・材料を中心と

する重要分野に対して、資源配分を重点化する。 

 とくに、宇宙の利用・産業化に向けた衛星測位・監視イン

フラと宇宙輸送システムの整備、高速増殖炉の開発、未利用

資源の探査や活用につながる次世代海洋調査、次世代スーパ

ーコンピュータなどの「国家基幹技術」、先端燃料電池シス

テム、次世代環境飛行機、次世代ロボット、原子燃料サイク

ル関連技術や次世代ネットワーク技術などの「戦略重点科学

技術」を、ナショナルプロジェクトとして強力かつ効率的に

推進する。 

 なお、技術ロードマップについては、ニーズや経済社会の

変化を踏まえて、定期的に見直す。 

  10～15 年後の社会・経済の姿を描きながら、世界的に重

要で 21 世紀の鍵となる研究領域を拓く基礎研究や、内外、

産学官の有能な研究者の知恵の交流を促進するため、世界ト
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ップレベルの研究拠点を構築する。出口のニーズに基づき、

長期的な目的基礎研究が進められるような環境を整備する。 

 全国の国公立大学を大括りに再編・統合し、大学・研究開

発拠点を地域における知的クラスターの中核に位置づけ、地

域発のイノベーションを加速する。 

  企業は、独創的な研究開発に積極的に取り組む。 

 政府は、試験研究費に関わる税制上の支援措置を拡充強化

する。また、萌芽段階にあるイノベーションを本格的に開花

させるために、政府調達における新技術を用いた製品の優先

的導入、新技術を採算ベースにのせるためのインセンティブ

付与など、政府が初期需要の創出のために積極的な役割を果

たす。 

  国内にとどまらず、国際的にも知的財産の紛争を処理でき

る高度な法曹人材を育成する。特許権の審査請求期間の見直

しに伴う過渡的な審査ニーズの増大への対応を強化する。世

界特許の構築に向け、制度・運用の国際調和、相互承認、イ

ンフラの共通化に向けた取り組みを加速する。模倣品や海賊

版対策に重点的に取り組む。 

  国際標準を視野に入れ、科学技術政策や知的財産政策を展

開する。標準化に関する官民の連携を推進するとともに、ア

ジア・太平洋諸国などとの協力関係を強める。国際標準化活

動を担う人材を育成し、海外情報の収集・分析機能を強化す

る。 
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２．高度人材の育成 

 

  大学の学部段階では、教養教育と専門教育の有機的連携を

確保し、多様な分野を俯瞰する教養教育のプログラムの導入、

主専攻・副専攻を組み合わせたカリキュラムの構築、産学協

同による教育プログラムの開発・実施などを進める。 

  金融工学、知的財産、ＭＯＴ(技術経営)などの必要性に対

応し、従来の枠にとらわれず、学部・学科の機動的な創設・

再編を進める。また、地域の大学間において、コンソーシア

ム方式で単位互換を導入するなど、相互補完・連携を促進す

る。 

  大学院においては、高度の専門的知識の習得に加え、関連

する分野の素養の涵養を図り、新領域・融合研究領域への対

応能力を養成する。また、とくに工学系を中心に、産学が協

同して単位認定を前提とした質の高い長期のインターンシ

ップ体系を構築し、普及させる。 

  工学系の専門職大学院を充実させる。たとえば、世界レベ

ルの高度なＩＣＴ教育を行う専門職大学院を設け、毎年

1,500 人の高度情報通信人材を育成する体制を確立する。企

業は、教員の派遣、教材の作成・提供、インターンシップの

受入れなどを通じてこれを支援する。この教育モデルを他の

工学系の高度人材育成に展開する。 

  大学、大学院への入学資格の多様化を推進する。同時に、

「人間力」や「社会人基礎力」を培うため、たとえばイギリ



 

94 

スで広く行われている大学入学決定後１年間の入学延期を

認める仕組み(ギャップイヤー)などを参考に、入学前、在学

中や就職前段階での同様の仕組みの導入を検討する。 

  将来を担う意欲ある学生が、経済的に自立し、安心して勉

学に励めるように、回収の厳正化・適正化、債務保証制度の

見直しなどを前提に、奨学金の充実を進める。 

  大学の自己評価、大学評価・学位授与機構の評価において、

教育活動をより重視して総合的に評価し、評価結果を予算配

分面に適切に反映させる。また、大学は、それぞれの特性を

踏まえつつ、教育者の教育力や業績を公正に評価し、透明な

人事・処遇を行う。 

  外国人留学生の増加を図るため、生活・勉学に関わるサポ

ートの充実はもとより、国費留学生の受入れの拡大、学習奨

励費の充実、教育カリキュラムの国際的な同等性の確保など

を進める。また、優れた外国人留学生の日本への定着を増加

させるため、在留資格変更基準の緩和、日本留学経験者への

在留期間の優遇や就労支援などの制度インフラを整備する。

企業も、人種による差別がない、公正な採用、処遇を行う。 

 他方、日本人留学生についても、支援制度を拡充するとと

もに、帰国時に円滑に就労できるような環境を整備する。 
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３．生産性の向上 

 
  企業が、日本的経営の強みにさらに磨きをかけることを可

能にするために、日本社会の実情を踏まえた柔軟な会社法、

労働法制、コーポレート・ガバナンス、企業年金の仕組みを

整備する。 

  資本コストを軽減し、諸外国に比べ投資環境を優位にする

ことで、先端的な生産設備への投資、海外からの新規投資を

促進する観点から、法定耐用年数の大幅短縮や事業用資産に

対する固定資産税の撤廃を行うとともに、設備投資額の一定

割合を税額控除する投資税額控除制度の導入を検討する。 

  ＩＣＴの活用により経済全体、とりわけサービス産業の生

産性向上につなげる。政府の諸手続の電子化などにより、世

界一便利で効率的な電子行政を構築する。また、ＩＣＴ投資

の拡大・ＩＣＴ利活用のさらなる加速を図るため、情報シス

テム投資に関する税制を充実・強化する。 

  高コスト構造を是正するために、産業・物流インフラの効

率的整備を進める。近年、厳しい財政事情の下で公共投資の

抑制が図られているが、費用便益効果が高く、企業の生産性

向上、競争力強化につながる産業・物流インフラについては、

厳格な優先付けの下、思い切った重点配分を行う。また、Ｉ

ＣＴの利用、輸出入・通関制度の抜本的見直し、各種手続の

さらなる改善、港湾・空港の使用料引下げ、利用者のニーズ

が高い港湾・空港の 24 時間化などを進める。 
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４．需要の創出・拡大 

 
  ＷＴＯドーハ開発アジェンダの本格的な交渉再開、早期妥

結を急ぐ。ＷＴＯ協定との整合性を確保しつつ、東アジア全

域におよぶＥＰＡの早期成立をめざす。 

  新しい技術や商品の市場化の障害となっている規制や制

度の改革に取り組む。 

 民間人のリーダーシップが発揮される強力な推進体制の

下、医療、教育、育児などの分野において、民間参入を促進

し、サービスの多様化を可能とする規制改革を推進する。 

 構造改革特区制度の一層の活用により、地域の創意工夫を

活かした新しい需要の喚起を促す。市場化テストや指定管理

者制度の活用による官製市場の民間開放、ＰＦＩ(プライベ

ート・ファイナンス・イニシアティブ。公共サービスの提供

を民間の資金、ノウハウ、経営能力を活用して行う手法)を

推進し、パブリックビジネス市場の確立・成長を図る。 

  住宅の取得、増改築、リフォーム、賃貸住宅の建設などの

住宅関連投資に対して一定率の減税措置を講じる包括的な

「住宅投資減税」を導入する。当面、耐震改修促進税制を拡

充するとともに、省エネ、防犯などを目的とするリフォーム

についても税額控除制度を創設する。住宅流通市場を整備し、

住宅や土地の流通にかかる課税軽減措置を拡充する。また、

都市や地域は経済活動の基盤であることから、国際競争力の

強化や防災・安全の観点に立ち、都市機能の再整備や活力あ
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る地域づくりを推進する。 

  コンテンツ産業の健全な発展の基盤として、映像産業振興

機構を国際展開や人材育成のコンテンツ振興策の中核機関

として活用するとともに、コンテンツ・ポータルサイトの運

用を本格化する。また、時代や社会の変化、技術進歩に的確

に対応した著作権制度を整備する。 

  観光立国推進基本法に基づき、観光立国推進基本計画を策

定し、官民一体となって観光政策を推進する。ビザ問題の改

善、人材育成、古都や都市の再生、国際空港の整備、観光統

計の整備充実、ＩＣＴを活用した情報提供の基盤整備、世界

に向けた発信・ＰＲ、国際会議の企画誘致、エンターテイン

メントと観光の連携などを推進し、外国人旅行客の増加や国

内旅行の活性化をめざす。観光立国には多くの省庁が関与し

ていることから、観光に関する機能の統合・連携を図り、観

光政策に関する総合調整機能を強化する。 

  家事支援製品、家事・介護労働を支援・代替するロボット、

装着型ロボットなどの先進的な技術開発に官民一体となっ

て取り組み、普及を促す。 
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５．金融市場の活性化 

 

  東京市場の国際競争力強化に向け、新たな売買システムの

導入により決済スピードの向上を図る一方、利便性を高める

ための運用見直しを進める。 

  中長期的な投資家の育成を促すとともに、「貯蓄から投資

へ」の流れを後押しするため、金融・証券税制の適切な見直

し、金融所得一体課税の導入などを行う。 

  金融業が多様かつ良質な金融商品・サービスを提供するこ

とを可能とするため、金融業の一層の自由度・競争の強化に

向け、金融法制を整備する。 

  金融業は、不動産担保・保証に過度に依存しない資金供給

を進めるとともに、投資家に対して多様な運用手段を提供す

るため、集団投資スキームなどの開発に力を入れるなど、利

用者の利便性を重視した経営を進める。 

  金融機関は、地方の経済活性化をサポートする観点から、

地域密着型金融への取り組みを進めるとともに、中小企業金

融の一段の円滑化に努める。 

  アジア金融市場の育成に向けて、ＡＢＭＩ(アジア債券市

場育成イニシアティブ)、ＡＢＦ(アジア債券基金)などのプ

ログラムで主導的な役割を果たすとともに、アジア各国の金

融制度の整備・調和、決済システム構築でも貢献する。 
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６．環境・エネルギー政策 

 
  ＧＣＣ諸国など資源産出国との間で、ＦＴＡ／ＥＰＡを締

結することなどを通じて、経済関係を緊密化する。同時に、

供給源の分散を図るため、中東以外の資源産出国とも一層の

関係強化を図る。また、日本の持つ環境・エネルギー関連技

術やノウハウを活かし、省エネ対策や石油備蓄の推進などに

向けたアジアにおけるエネルギー・パートナーシップの構築

を推進する。 

  原子力は、安定供給ならびに地球温暖化対策の両面から優

れたエネルギー源であり、原子燃料サイクルの確立を含む原

子力政策を推進する。また、化石エネルギーの利用効率を最

大限高めるとともに、太陽光や風力発電、バイオマスなどの

再生可能エネルギー、燃料電池などの新エネルギーの開発の

取り組みを強化する。 

  日本は世界に冠たる省エネ・省ＣＯ２国家であるが、さら

なる省エネや環境負荷の軽減など、需要面での対策を促進す

る。経団連の『環境自主行動計画』に基づき、引き続き、目

標達成に向けた取り組みを進める。また、国民の意識改革を

促すため、2008 年度を目途にサマータイムを導入するとと

もに、政府などにおいて国民の模範となる省エネを実行する。 

  地球温暖化対策のため、ポスト京都議定書の枠組みとして、

世界のあらゆる国が目標の達成に向け、それぞれが得意な手

法を活かした取り組みを進められるような、国際的な衡平性
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が確保された枠組みの構築をめざす。 

  循環型社会の構築に向けて、経済界は『環境自主行動計画』

に基づき、産業廃棄物最終処分量の削減をはじめとした３Ｒ

に取り組む。国・地方などによる取り締まり強化や電子マニ

フェストの普及などにより、不法投棄の撲滅をめざす。また、

生産施設を活用したリサイクルや広域的な処理の推進など、

環境負荷の低減に資するリサイクルを行いやすくする規制

改革を推進する。 
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７．ＷＴＯ体制の維持・強化 

 

  ドーハ開発アジェンダの本格的な交渉再開・早期妥結に向

けて、鉱工業品などの高関税の大幅な削減、農業の輸出補助

金撤廃など、既に合意された事項の実現によるメリットを強

調しながら、主要国に対して働きかけを強める。その過程で

は、改めて妥結期限を設定する。 

 なお、本格的な交渉の再開前であっても、国内においては、

各分野で必要な改革や競争力強化に取り組み、その成果を再

開後の交渉に有機的に結びつける。あわせて、交渉推進に向

けた体制整備も進める。 

  交渉においては、「攻めるところは攻める、譲るところは

譲る、守るところは守る」との姿勢の下で、各分野で野心的

かつバランスの取れた成果をめざす。とくに、関税や補助金

の削減の効果に関する客観的なデータ・分析を積極的に取り

入れることで、より公平かつ迅速に交渉を進める。また、加

盟国の大部分を占める途上国に対しては、開発と交渉能力の

向上を可能な限り支援する。同時に、途上国が「貿易自由化

は自国の経済発展に資する」と認識し、交渉により前向きに

関与するよう、開発支援を梃子に働きかけを強める。そのた

め、政府が策定した『開発イニシアティブ』(2005 年)を着

実に実施する。 

  ドーハ開発アジェンダの妥結後は、必要な国内措置を講じ

ることにより、合意内容を着実に実施する。これにより、交
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渉成果を余すところなく享受するとともに、次のラウンドに

向けた素地をつくる。さらに、投資、競争などについて、Ｗ

ＴＯや他の国際機関におけるこれまでの議論をレビューし、

ルール化の方策を検討する。 

  多角的通商体制の基礎を固めるため、加盟申請国の加盟交

渉を促進する。日本との経済関係がより深まることが期待さ

れるロシアについては、早期加盟を支援する。 

  自由貿易を阻害する措置に対しては、ＷＴＯの紛争解決手

続をはじめ国際経済ルールを積極的に活用し、その是正を求

め、多角的通商体制の安定に貢献する。他方、米国の通商法

301 条やＥＵの貿易障害規則などを参考に、外国政府による

不公正な通商措置などによって被害を受けた企業が、政府に

調査の開始を求めることができる制度を早急に整備する。 

 



 

103 

８．ＦＴＡ／ＥＰＡの締結促進 

 
  東アジアに重点を置いた経済連携の拡大に向けて、各国・

地域とのＦＴＡ／ＥＰＡを同時並行的かつ迅速に推進する。

このため、『グローバル戦略』(2006 年、経済財政諮問会議)

に沿って、交渉を着実に進める。その際、解決が必要となる

課題への取り組み方策をロードマップに定め、進捗状況を管

理する。同時に、ＥＰＡ工程表を定期的に見直して改定する。 

 さらに、協定締結の迅速化を図る観点から、これまでに締

結済みのＦＴＡ／ＥＰＡを参考に、あらゆる交渉に共通した

枠組みとなりうる基本形を作る。 

  2011 年までに、広く東アジア全域におよぶＥＰＡを成立

させる。構成国は、ＡＳＥＡＮと日中韓に、インド、オース

トラリア、ニュージーランドの参加を視野に入れる。 

  東アジアにおいて経済連携を進めるにあたっては、ＷＴＯ

協定との整合性を確保し、実質上全てのモノとサービスを自

由化することはもちろん、貿易の円滑化、投資ルールの整備、

人の移動、知的財産権の実効ある保護、企業と政府間の紛争

解決メカニズムなどを含む包括的で質の高いＥＰＡを締結

する。加えて、東アジア諸国の関心が高い環境やエネルギー

分野での協力も対象とする。また、ＥＰＡの質をさらに高め

るために、協定内容の見直しを継続的に行っていく。 

 同時に、地理的に近接し、経済的相互依存が強い韓国、中

国との協力が不可欠となることから、域内の平和と安定の視



 

104 

点も踏まえ、両国との信頼関係の強化に取り組む。また、『グ

ローバル戦略』で提唱されたように、東アジア地域の共通課

題の調査分析、政策提言、調整機能を持つ、ＯＥＣＤ（経済

協力開発機構）のような国際的体制の構築に向けた取り組み

を進める。 

  日米経済関係をより強固なものとするとともに、東アジア

の経済発展の基盤を強化するとの観点から、米国とのＥＰＡ

の締結に向けた調査・研究を推進する。 

  原油の約７割を輸入しているＧＣＣ諸国や、中南米諸国と

のＦＴＡ／ＥＰＡを早期に成立させる。資源産出国とのＦＴ

Ａ／ＥＰＡにおいては、とくに、資源・エネルギーに関する

政策変更の事前通知、日本企業が当該国の資源・エネルギー

分野に投資する際の環境改善などを盛りこむ。 

  ＷＴＯやＦＴＡ／ＥＰＡ交渉では、相手国から農産物市場

の開放と人材の受入れに対する要望が強いが、国内対策を講

じつつ、対応していく。 

 農業については、農地の所有と利用の分離、新規参入の促

進、担い手への施策の重点化、食料供給コスト縮減などによ

る国内農業の体質強化を図る。同時に、農林水産物の輸出促

進や東アジアを視野に入れた食品産業活性化に向けた取り

組み支援など、「攻めの農政」の視点に立った国際戦略を推

進する。この一環として、2010 年度までに、一般企業など

の農業参入法人数を３倍(500 法人)とする。また、重点的に

市場開拓を行うべき国ごとの輸出戦略の策定などを進め、
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2009 年度に農林水産物・食品の輸出額を２倍(6,000 億円)

に引き上げる。さらに、東アジアにおける日本の食品産業の

活動規模を2010年度に３～５割増(売上高110～125億ドル)

に拡大させる。 

  外国人材について、専門的・技術的分野では在留資格の見

直しによる受入れの拡大を行う。当面は、「技能」の在留資

格で認められる活動をより柔軟に解釈し、受入れを推進する。

あわせて、再技能実習の制度化をはじめ、研修・技能実習制

度の改善を進める。また、少子高齢化が進行し、国内人材の

不足が懸念されるなかで、介護・看護などの分野で積極的に

外国人材を受け入れていく。さらに、受入れにあたっては、

在留・就業管理の一元化など、国内の体制整備を進める。 

  国内の推進体制の整備に向けて、各省の利害を超えた国益

を総合的に判断して実行に移す司令塔として、ＷＴＯ・ＥＰ

Ａ交渉などを所管する対外経済戦略特命大臣(仮称)を任命

すると同時に、内閣総理大臣を本部長、対外経済戦略特命大

臣を本部長代理とする対外経済戦略推進本部(仮称)を内閣

に創設し、官邸主導による対外交渉および国内調整権限の一

本化を図る。その際、民間の意見を継続的に取り入れる仕組

みを確立する。 
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９．経済協力の戦略的な展開 

 
  「顔」の見える援助の観点から、経済成長を促す電力、通

信、輸送などのインフラ整備、環境・エネルギー関連技術の

普及など、日本の技術力・ノウハウが優位性を発揮し得る分

野に重点を置いて経済協力を推進する。また、民民ベースの

経済協力、民活によるインフラ整備など、民間のイニシアテ

ィブによる活動への支援や民間の人材の活用も進める。加え

て、民間経済活動の活発化に向けて、市場メカニズムを有効

に機能させるための制度的な環境を整備すべく、ビジネス関

連法制度の整備など、知的支援を強化する。 

  地域的には、引き続きアジアを重視する。アジアは戦略的

に極めて重要であり、その活力を引き出すべく経済協力を積

極的に行う。アジアでは経済連携強化が課題であることを踏

まえ、貿易・投資に関連する諸制度の整備、知的財産権や競

争政策などの分野における国内法制度の構築支援、税関や入

国管理の執行改善・能力強化支援、資源・エネルギー・環境

における協力などを重視する。また、外国人材の受入れに向

けて、アジアにおける日本語教育拡充や各種資格取得の支援

のためにＯＤＡを活用する。 

  2005 年７月に国際社会に対して表明した「今後３年間で

アフリカ向けＯＤＡを倍増する」、「今後５年間のＯＤＡ事

業量について、2004 年実績と比較して 100 億ドルの積み増

しを目指す」との約束は、目標通りに達成する。円借款を充
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実させるとともに、事業において日本の優れた技術が活用さ

れるよう努める。 

  海外経済協力会議が、日本の経済協力戦略を機動的かつ実

質的に審議する司令塔としての機能を十分に発揮する。 

 政策立案・管理運営段階では、きめの細かい国別援助計画

を官民が協力して策定するとともに、民間を含めた現地の援

助関係者による情報交換の促進により、受入国のニーズに合

致した援助案件の形成を行う。 

  2008 年に発足する新政策金融機関が国際金融業務の質を

保てるよう、ＪＢＩＣ(国際協力銀行)のブランドや対外交渉

能力の維持、国際金融部門の業務や会計の独立性確保、高い

自己資本比率の維持、国際金融部門の専門的な人材確保・育

成を進める。 

 同年に発足する新ＪＩＣＡ(独立行政法人国際協力機構)

については、円借款、無償資金協力、技術協力の連携を強化

し、それぞれの業務過程を極力統一する。同時に、調査・決

定・実施に至る各段階に設けられている標準処理期間を遵守、

短縮化し、案件形成から実施に至るまでの過程を迅速化する。 

 加えて、国際金融と円借款は、債権管理やカントリーリス

ク分析などの観点から情報の共有が必要であり、新政策金融

機関の国際金融部門と新ＪＩＣＡの円借款部門の間で確固

たる連携をとる。 
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10．行財政改革 

 
  国民生活に影響を及ぼす歳出改革を行う前提として、行政

改革を強力に推進し、無駄の排除を徹底する。 

 市場化テスト(官民競争入札)の活用による政府事業の民

間開放の推進、ＮＰＯの活動推進などを通じて、「官」が担

う領域を縮小し、筋肉質でスリムな政府を形作る。 

  予算の編成・執行・決算の各面を通じて透明性の向上、厳

格な政策評価、企業会計の考え方による財務諸表の活用など

を通じたＰＤＣＡ(Plan 成果目標―Do 予算の効率的執行―

Check 厳格な評価―Action 予算への反映)サイクルを確立し、

政府事業の効率化、財政資金の有効活用を図る。 

  不要な業務の廃止、府省間を通じた業務の共同化・標準化、

民間委託などを徹底するとともに、ＩＣＴを活用することに

より政府のあらゆる業務の電子化を進める。政府資産の売却、

オフバランス化などを通じて、政府のバランスシートの改善

を図る。 

  『基本方針 2006』で定められた、歳出改革プログラムを

着実に実行する。 

 歳出改革にあたっては、社会保障、地方財政、公務員人件

費など、聖域なく見直す。 

 社会保障関係費は、近年の歳出改革努力にかかわらず、経

済成長率を大きく上回って増大し、財政を圧迫する最大の要

因となっている。高齢化社会に対応して、国民一人ひとりが
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「自立・自助」の精神に立ち、公的社会保障制度は、経済の

身の丈に合わせて、中長期的に持続可能なものとしていく。 

 地方財政については、地方における受益と負担の関係を明

確にし、真の意味における地方自治を確立するとともに、地

方財政の健全化を進める。 

 公務員人件費は、国の一般歳出の約１割、地方の一般歳出

の三分の一と大きな割合を占めている。国民生活に少なから

ず影響を及ぼす歳出改革を進める以上、公務員人件費にも厳

しくメスを入れることが不可避である。『基本方針 2006』で

は、国・地方を合わせた公務員人件費を自然体に比べ 2.6 兆

円程度削減することとされているが、さらに公務員制度の根

幹に関わる改革にまで踏み込む。少なくとも、国・地方を通

じた公務員の給与・処遇のあり方について、民間の取り組み

の実態を踏まえ、年功序列を排し、個人の能力・業績を的確

に反映する仕組みへと抜本的に見直す。 
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11．社会保障制度改革 

 

【共通基盤】 

  2008～2009年度を目途に、社会保障番号と社会保障個人勘

定を整備するとともに、2010年度を目途に税と年金保険料の

徴収を一元化する。 

【年 金】 

  安定的な財源確保を前提に、基礎年金の国庫負担割合を

2009年度までに二分の一に引き上げる。所得や資産のある高

齢者の年金額の逓減や公費部分の支給停止、配偶者加給年金

の廃止などに踏み切る。また、所得代替率の下限の引下げ、

名目額の切下げを検討する。さらに保険料納付期間の延長や

支給開始年齢の男女格差の早期是正を図る。 

  企業年金の積立金に対する特別法人税を廃止し、確定拠出

年金についても、拠出枠、対象者を大幅に拡大する。 

【医療・介護】 

  医療機関などと被保険者、保険者・企業、地方公共団体を

オンラインで結び、請求・審査・支払を含めコストを削減す

る。また、医療・介護ポータルによるワンストップサービス

を実現する。個人情報保護に配慮しつつ、医療・介護データ

ベースを整備し、効果的な予防や無駄のチェックを実現する。 

  国、地方公共団体はＩＣＴ化の基盤整備や規制改革によっ

て保険者・企業の取り組みを支援するとともに、地域におけ

る小児・産科医療の確保など真に必要なセーフティネットを
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整備する。 

  公的医療給付総額の目標額を定めて毎年実績を検証し、Ｐ

ＤＣＡサイクルを確実に実施する。 

 このため、免責制(一定額以下の医療は公的保険の対象外

とする)の導入、診療行為の標準化、診療報酬の包括払い化、

高額療養費制度の見直しを進める。高齢者医療に関し、自己

負担を適正化するとともに、税と社会保険料の役割分担を踏

まえ、財源のあり方の検討を急ぐ。終末期医療についても、

個人の選択を尊重する形で見直す。 

  介護保険については、現役並みの所得がある者については

自己負担を適正化する。また、高齢者の能力に応じた自立支

援という本来の目的に沿って、要介護度の改善や在宅復帰に

つながる給付への重点化などを進める。 

  医療・介護サービスの健全な成長を図る観点から、個人、

企業の自助努力への税制支援、患者や利用者の選択による公

的保険外でのサービス提供・混合診療の全面的な解禁、競争

力強化に向けた規制改革などを進める。 

【雇 用】 

  雇用保険制度の根幹をなす失業等給付は、雇用政策や再チ

ャレンジ可能なシステムの構築にとって、重要な役割を果た

しており、国がその運営に対し一定の財政的支援を維持する。 
  雇用保険三事業については、雇用福祉事業を廃止した上で、

雇用安定事業、能力開発事業について整理合理化し、保険料

率を引き下げる。 
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12．税制改革 

 

  2009 年度に予定されている基礎年金の国庫負担割合の引

上げに対応しつつ、堅実な想定の下で、2011 年度に国・地

方を合わせたプライマリーバランスを確実に黒字化するた

めには、消費税率を２％程度引き上げることはやむをえない。

具体的な税率・時期は、国・地方を合わせた要対応額のみで

なく、法人課税や個人所得課税の見直し、国・地方の財政状

況、経済情勢なども総合的に考慮して検討を進める。 

  法人税制については、実効税率をＥＵや近隣諸国とのイコ

ールフッティングを踏まえ大幅に引き下げる。あわせて、研

究開発促進税制を大胆に拡充する。 
 法人所得課税の国税への一本化を推進するとともに、償却

資産に係わる固定資産税の廃止を実現する。 
 信託、組合、合同会社など株式会社以外の事業体の所得に

対する課税のあり方を総合的に見直し、新しい営利事業体税

制を構築する。あわせて、会計のコンバージェンスも念頭に、

法人税の所得計算のあり方(受取配当、寄附金、引当金、連

結納税制度など)を見直す。 

 国際課税(移転価格、国内源泉所得、外国税額控除)のあり

方を抜本的に見直す。 
 赤字法人の税負担のあり方についても検討する。 

  非営利事業体に対する税制上の取り扱いについて、従来の

収益事業課税の廃止を含め、抜本的に見直す。 
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  個人所得課税については、低・中所得層に配慮した減税を

実施するとともに、複雑・錯綜した控除制度を整理する。と

りわけ人的控除については、少子化対策の観点も踏まえて制

度を抜本的に改組する。 
 また、国民が公平感を実感できるよう、社会保障制度と税

を通じた共通番号による一元的なシステムづくりに取り組

む。 
 ストック・オプション制度の利用可能性を高めるため、長

期インセンティブ報酬としての役員・従業員に対するストッ

ク・オプションについて、全て譲渡時まで課税を繰り延べる。 
  企業ならびに個人による公益目的の寄付を促す観点から、

法人税、個人所得税、相続税を含め、限度額や対象などを抜

本的に見直す。 
  国際租税条約未締結国との締結交渉を急ぐ。 
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13．道州制の導入 

 

  地方分権改革推進法に基づき、「自治事務の執行基準は原

則として条例で定める」との基本方針の下に、国と地方の権

限と責任を再整理する、新分権一括法を制定する。国の支分

部局も、事務・人材を道州に移譲する方向で、整理・廃止す

る。同時に、市町村合併の進展に歩調を合わせ、現在は都道

府県に属する権限の市町村への移譲を進める。 

  財政面においては、『基本方針 2006』において定められた

公務員人件費や地方単独事業などの歳出削減を着実に実施

し、国・地方ともに交付税特別会計の借入金の償還を進める。

さらに、将来的には、交付税を減額し、地方に税源移譲する

ことを検討する。また、人口と面積を基本として算定する新

型交付税を導入し、国の基準・規制の削減に合わせてその比

重を上げていく。従来型の交付税の算定方法も、地方自らの

少子化対策、産業振興・雇用創出、歳出削減努力が報われる

ように改める。さらに、国と地方のスリム化を図る観点から、

地方の事務事業への国の関与・義務付けを可能な限り縮減し、

補助金を計画的に廃止・削減する。 

  公会計・監査制度の早期整備、財務情報開示の充実などと

ともに、新発地方債に対する交付税措置の見直し、新しい再

建法制など関連制度の整備を急ぎ、地方債の発行の自由度を

段階的に高める。あわせて、料金など受益者負担を基本とす

る事業へのノンリコース債の導入、地方公営企業の単独発行
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の導入など、地方債の多様化を進める。 

  自立できる体力を有する市町村を増加させるため、国・地

方が一体となって市町村合併を全国的にさらに加速させる。 

  道州制の導入に向けて、国民の理解と合意形成を図ってい

く。このため、内閣総理大臣のリーダーシップの下に、幅広

く有識者が参加する検討組織を速やかに法定設置し、国・道

州・市町村の役割分担を明確にした上で、道州の区域、道州

の議会や執行機関、地方税財源のあり方などについて具体的

な検討を深め、推進計画、工程表を作成する。これを踏まえ

て、2015 年度までに道州制を導入することを目標に、関係

法律案を早期に取りまとめ、成立させる。 

 地域においても、たとえば国内外からの投資を誘致するた

めに愛知、岐阜、三重の三県で県域を越えて進められている

「グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ」のような産学官連

携の自主的な取り組みを推進する。 
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14．労働市場改革 

 

  女性の就労支援策を講じる。企業として、主体的な取り組

みにより、ワーク・ライフ・バランスを実現し、性別を問わ

ず仕事と家庭生活の両立を支援する。短時間就労やテレワー

クの導入など、働く時間や働く場所の多様化を進めるととも

に、企業風土などの意識改革も並行して行う。 

  高齢者の活用を進めるため、役割や成果に応じた人事・報

酬や、労働時間の見直しなどについて、労使の話し合いを深

め、自社に適した制度を構築する。あわせて、就労能力の向

上・開発のための支援措置や高齢者を雇用する企業への助成

措置の拡充・弾力化などを講じる。 

  国・地方、教育界、経済界が相互に連携し、若年者が就労

能力を高めることができる環境を整備する。企業は、トライ

アル雇用、実習併用型職業訓練、インターンシップなどの機

会を積極的に提供するとともに、若年者や教育機関に対して、

求める人材像を的確に伝える。また、若年者の就労能力を向

上させるために、公的な職業訓練に加えて、民間教育訓練機

関の機能を強化していく。 

  公的職業紹介事業への市場化テストの導入や民間事業者

の積極的な活用などにより、労働市場の需給調整機能を向上

させる。制度面では、労働者派遣、請負労働、確定拠出年金

に関する規制改革などを行う。また、有期雇用契約の拡大、

裁量労働制、ホワイトカラー・エグゼンプションの推進など
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により、多様な働き方を可能にすることで企業が雇用を増や

しやすい環境を作る。 

 企業は、中途採用や育児・子育てなどで退職した従業員の

再就労が円滑に行えるよう、人事・報酬制度について、役割

や仕事、業績などを適切に評価する制度としていく。 

  海外からの有能な人材の受入れに向けて、一定水準以上の

資格・技能を持ち、仕事や生活において十分に意思疎通がで

きる日本語を修得した外国人材に対し、適切な受入れ体制の

下で、日本で就労できるようにする。とりわけ介護・看護な

どの分野については、ＦＴＡ／ＥＰＡを含む二国間協定の枠

組みにおいて合意した場合に加えて、規制改革によっても、

積極的に就労の機会を提供していく。 

 さらに、中長期的には、諸外国の法制度も参考に、外国人

材の永住資格に関する一般ルールの整備について検討する。 
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15．少子化対策 

 

  団塊ジュニア世代が出産期にある今後５年間に、子どもを

持つ意欲のあるひとびとが安心して子どもを産み、育てるこ

とができるよう、実効ある少子化対策を集中的に講じる。ま

た、子育てや家族を大切に考える意識を国民の間に高めてい

くため、国民運動を展開する。 

  企業は、業種や企業の特性に応じて、労働時間や就労場所

の多様化、ワーク・ライフ・バランスの実現を推進する。国

は、企業による自主的な取り組みを全国に速やかに広げてい

くため、地方とも連携して、先駆的な企業や日本の雇用者の

７割を雇用する中小企業に対して、必要な支援措置を講じる。

あわせて、中小企業には、情報提供やコンサルティングを行

う。 

  国・地方は、学校教育の段階で、意識啓発・教育を通じて、

子育てや家庭を大事にする価値観を涵養する。 

 また、施策の縦割りを排して行政の効率性を高めつつ、

中・低所得層の多い子育て世帯により配慮する観点から、扶

養控除と児童手当を税額控除に一本化する。その際、課税最

低限以下の世帯及び納税額の少ない世帯には手当を支給す

る仕組みなどをあわせて設ける。 

  保育・学童保育分野においては、サービスの量的な確保、

親の就労時間に配慮したサービス時間の延長や保育と学童

保育の連携強化を進めるため、予算配分の見直しや保育サー
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ビス利用者の意見を反映できる制度への改革を急ぐ。 

 また、高校や大学教育に関する経済的な負担・不安を払拭

するため、奨学金制度の抜本的な見直しや公教育機関の質的

向上を図っていく。 

  さらなる子育て世帯への税財政上の措置については、歳出

入一体改革や社会保障制度改革を進めるなかで、幅広く検討

していく。ただし、社会保険料負担が既に高水準に達してい

ること、出産・育児に関する費用負担は、本来的に保険制度

になじまないことなどから、財源を「育児保険」など新しい

社会保険制度の導入に求めることは厳に慎む。 
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16．教育再生、公徳心の涵養 

 

  公教育の再生に向けた改革を進める。管理能力を厳格に審

査した上での校長登用と研修の充実を前提に、校長が人事、

予算、学級編成、教育課程編成に裁量を発揮できる基盤を整

え、学校が組織的に秩序だって運営されるための仕組みを確

立する。 

 学校や教員の切磋琢磨を通じ、教育内容・能力の向上を実

現するため、学校選択制を拡大する。学校・教員に対する評

価を実施し、その結果を校長・教員の処遇、配置に反映する。

同時に、教員に対する研修制度の充実、人事評価システムの

改善、教員免許更新制度の導入を行う。 

  公教育の質的向上、学力水準の底上げに向け、全国学力・

学習状況調査の結果を学校ごとに速やかに公表する。 

 初等教育段階から科学技術に対する関心・興味や語学力を

高める教育を充実させる。 

 公教育においても、能力別クラス編成や教育内容などの弾

力化を進める。 

  新しい教育基本法の理念に基づき、日本の伝統や文化、歴

史に関する教育を充実し、国を愛する心や国旗・国歌を大切

に思う気持ちを育む。教育現場のみならず、官公庁や企業、

スポーツイベントなど、社会のさまざまな場面で日常的に国

旗を掲げ、国歌を斉唱し、これを尊重する心を確立する。 
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  子どもたちの公徳心を育てるため、教育の早い段階で、命

の大切さや家族の大切さ、社会で生きていくために必要な素

養や規範意識を身につけさせる。同時に、子どもたちが多様

な経験を積む機会を提供する社会教育を促進する。ボランテ

ィア活動を積極的にカリキュラムに取り入れ、単位取得を認

めるなど、若者が多様な社会的活動に参加しやすい環境を整

える。社会教育を担うＮＰＯなどの活動を税制面の整備など

を通じて促進する。さらに、こうした活動に大人も積極的に

参画していく。 
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17．ＣＳＲの展開・企業倫理の徹底 

 

  経団連は、『企業行動憲章』に掲げた精神を会員企業に周

知徹底するため、会長から会員代表者に向けたメッセージの

発信、経営トップや実務担当者を対象にした啓発セミナーの

開催、会員企業のＣＳＲ実務担当者間の意見・情報交換の場

の設定、アンケート調査の実施などの活動を活発に展開して

いく。また、時代の潮流や国際的な動向を踏まえて、企業行

動憲章の『実行の手引き』や『ＣＳＲ推進ツール』を適宜改

定し、会員に提供していく。 

  さらに、ＣＳＲのグローバルな展開に向けて、リーダーシ

ップを発揮していく。具体的には、途上国を含め、世界中の

多くの企業や組織が自発的に社会的責任に根ざした活動を

展開しやすくするために、2009年を目途にＩＳＯ(国際標準

化機構)で策定作業が進められている社会的責任ガイダンス

文書に日本経済界の考え方が反映されるよう努めていく。ま

た、日本企業が活発に事業展開しているアジア諸国で、現地

のステークホルダーなどと連携を図りながら、ＣＳＲの普及、

促進を図っていく。 
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18．政治への積極的参画 

 

  政権公約の配布規制の緩和やインターネット利用の解禁

など、公職選挙法の見直しを早急に実現する。 

 経団連は、企業人政治フォーラムを拡大・強化し、政策本

位で候補者を支援する集団として機能させる。当面、候補者

の政策など、投票の参考となる情報を、インターネットなど

を通じて提供し、企業人の自発的な投票を促していく。 

  経団連は、政党の政策評価を継続して実施・公表するとと

もに、政策評価を参考とした企業の自発的政治寄付を引き続

き呼びかける。 

  経団連は、政策立案能力の向上を図り、経済活動の最前線

の情報を踏まえた政策提言を、政党に対し積極的に行ってい

く。また、21 世紀政策研究所において、経団連の政策立案・

推進能力の強化に資する活動を展開するとともに、政党にお

ける政策人材や政治任用者などを育成・輩出する場としても

充実させる。 
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19．憲法改正 

 

  憲法改正を具体的な政治日程に載せるための取り組みを

進める。国民投票法をすみやかに制定した上で、国民一人ひ

とりが、真剣に望ましい憲法のあり方を考えるよう、各界各

層において、国民的議論を喚起する。各政党は、いたずらに

党利党略を持ち込まず、冷静沈着な議論を進める。 

  憲法改正案に関する国民的な合意を形成する。改正案の内

容については、日本の理念や伝統、国際社会において日本が

果たすべき役割などを踏まえ、幅広く検討する必要がある。

改正にあたっては、第９条第１項に規定されている平和主義

の基本理念は堅持しつつ、戦力不保持を謳った同条第２項を

見直し、憲法上、自衛隊の保持を明確化する。自衛隊が主体

的な国際貢献をできることを明示するとともに、国益の確保

や国際平和の安定のために集団的自衛権を行使できること

を明らかにする。同時に、憲法改正要件の緩和を行う。 

  憲法上、自衛隊や集団的自衛権に関する考え方が明確にな

ったとしても、内外からの信頼を得る上では、それだけでは

不十分である。自衛隊の国際貢献が他国への脅威と受け取ら

れないよう、その基本方針を明確にし、場当たり的な特別措

置法ではなく一般法を整備するとともに、安全保障に関する

基本法を制定し、集団的自衛権の行使にあたって、国会の事

前承認を原則とすることなど、歯止めとなる措置を整える。 
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  なお、安全保障政策を効果的に展開するためには、内閣総

理大臣の強力なリーダーシップの下、政策を総合的かつ迅速

に進める体制整備が不可欠であり、安全保障会議を抜本的に

強化し、日本版ＮＳＣ(国家安全保障会議)として機能させる。

その際、政府各部門が収集した内外の情報を、内閣官房にお

いて迅速に集約・分析できる体制を構築する。 
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第５章 2015 年の日本の経済・産業構造 

 

「希望の国」は、五つの改革を通し実現される。2010 年代半

ばに実現される「希望の国」の国柄は、①精神面を含めより豊

かな生活、②開かれた機会、公正な競争に支えられた社会、③

世界から尊敬され親しみを持たれる国、の３点である。本章で

は、「希望の国」をより計量的に描き出すため、参考として、

マクロ経済モデル、産業連関分析などにより試算した「希望の

国」の経済・財政・産業構造を示す。 

 

１．2015 年の経済・財政の展望 

 

まず、第３章、第４章に掲げた政策努力を着実に行った場合、

今後の成長がどのような水準に達するか、財政の持続可能性の

確保は可能か、について、物価や金利などがモデル内で決定さ

れるマクロ経済モデルによる検証を行った。 

供給面においては、イノベーションの推進によるＴＦＰの向

上、設備投資の促進やＩＣＴの利活用などによる生産性の向上

に加え、労働力人口減少についても労働市場の改革により最小

限に食い止められると想定した。 

需要面においては、東アジア全域におよぶＥＰＡの成立など

を通じて、海外市場は大きく拡大するとともに、国内において

も、規制改革・官製市場の民間開放の進展や、サービス市場を

中心に新しい民間需要が開花することを織り込んだ。 
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以上の前提に立って、マクロ経済モデルによる試算を行った

結果、日本経済は、2006 年から 2015 年までの間、潜在成長力

が上昇するとともに、これが堅調な内需・外需に裏打ちされ、

実質で年平均 2.2％、名目で同 3.3％の成長を実現できることが

確認された。 

図表第 34 2006 年～2015 年の年平均成長率 

年平均変化率(％) 実 質 名 目 

国内総生産(ＧＤＰ) 2.2 3.3 

内需 1.3 2.7 

民間需要 1.7 2.9  

公的需要 -0.3 1.7 

 

外需 (寄与度) 1.1 0.9 

注) 寄与度とは成長への貢献度を示すものである 

 

この間の一人当たり国民所得をみると、2015 年時点では 2005

年比で３割程度増大する。改革の果実は、より豊かな生活の経

済的土台となる。 

図表第 35 一人当たり国民所得 

 (倍)

2005 年⇒2015 年 1.3 

 

なお、現在、先進国中最悪の状況にある日本の財政について

は、前述の機械的試算によれば、歳出・歳入両面にわたる改革

を通じて、2015 年時点において、国・地方それぞれの債務残高

対ＧＤＰ比は安定的に低下すると見込まれている【61 ページ以

下参照】。 
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この機械的試算の結果について、物価や金利を内生化したマ

クロ計量モデルにより追試したところ、国と地方をあわせたプ

ライマリーバランスの対ＧＤＰ比は、2011 年では 1.0％の黒字、

2015 年では 2.6％の黒字となり、国・地方を通じた財政の持続

可能性を確保できることが改めて確認された。 

図表第 36 国・地方のプライマリーバランスの対ＧＤＰ比の推移 

 対ＧＤＰ比(％) 
(国･地方) 

2004 年 -3.3 

2011 年 1.0 

2015 年 2.6 
 

税・社会保障負担に財政赤字を加えた潜在国民負担の国民所

得比は 2004 年で 44.1％であるが、2015 年でも 45.9％と、めざ

すべき目標とする 50％以下の水準で推移し、小さくて効率的な

政府の実現は可能と予測される。 

図表第 37 潜在国民負担率の推移 

  (％) 

潜在国民負担率 2004 年 44.1 

(要素価格表示) 2015 年 45.9 
 

以上のように、マクロ経済モデルの分析では、第一に日本経

済が今後も持続的な成長を続けること、第二に経済成長と財政

健全化の両立を図ることは十分可能であるという結果が示され

ている。 

なお、経済環境の変化などもありえ、また、予測期間が中期

にわたることから、試算結果についてはある程度幅をもって考

えることが適切である。 
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２．2015 年の産業構造の展望 

 

次に、日本経済全体が着実な成長を遂げるなかで、産業構造

については、どのような姿が展望されるか、上記のマクロ経済

モデルによる試算結果を踏まえて、産業連関分析による予測を

行った。 

これによると、2015 年時点における実質産出額は、製造業が

397.7 兆円(2002 年 305.9 兆円)、非製造業が 398.5 兆円(同 

324.7 兆円)、サービス業が 439.6 兆円(同 323.2 兆円)と、全て

の業種について現在より拡大するとの結果が得られた。それぞ

れの業種が、2015 年時点において産業全体に占める構成比をみ

ると、製造業は、国際競争力を強化しながら、労働力人口の減

少を補うだけの生産性の上昇を実現することにより、その割合

は 31.7％と 2002 年対比で若干増加する。また、サービス業は、

規制改革の進展や新たなサービス需要の拡大により、2002 年の

33.2％から 35.0％とシェアを拡大する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

農林水産業、鉱業
15.2兆円
(1.6％）

農林水産業、鉱業
13.2兆円
(1.0％）

製造業
397.7兆円
(31.7％）

製造業
305.9兆円
（31.4％）

非製造業
398.5兆円
（31.7％）

非製造業
324.7兆円
（33.3％）

サービス業
439.6兆円
（35.0％）

サービス業
323.2兆円
（33.2％）

その他（分類不明）

5.9兆円
（0.5％）

その他（分類不明）

6.6兆円
（0.6％）

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0 1200.0 1400.0

2015年

2002年

（兆円）

図表第 38 2015 年の実質産出額(1995 年価格)

注)サービス業とは、狭義のサービス業に運輸業、通信業を加えたものとする 
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これを、2003 年から 2015 年までの年平均伸び率でみると、

産業全体では 2.0％程度の伸びとなる。内訳では、製造業が

2.0％強、サービス業が 2.4％程度と、日本経済の成長を力強く

牽引し、非製造業がそれをしっかりと下支えするといった産業

構造となると予想される。 

 

図表第 39 産業別年平均伸び率の推移(2003 年→2015 年) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

(マクロ経済モデルによる試算、産業連関分析による予測結果の詳細については、経

団連意見書『日本型成長モデルの確立に向けて』(2007 年１月 16 日公表)、財政収

支に関する機械的試算の詳細については、経団連意見書『成長と財政健全化の両立

に向けて』(同日公表)を参照) 

 

2.04
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2.00

2.20

2.40

2.60

製造業 非製造業 サービス業

（％）
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おわりに 

 

異邦を訪れた際、子どもたちの目を見れば、その国が分かる

というひとがいる。これから伸びていく国の子どもたちの瞳は

澄み輝き、たとえ貧しくても誇りと自信に溢れているという。

日本の子どもたちの瞳に輝きが欠けているならば、これを取り

戻すことは、われわれの世代の最も重い課題である。 

 

バブル崩壊後の長期停滞や新興途上国の台頭をもって、日本

は「周回遅れのトップランナー」となったと断ずることはやさ

しい。人口推計を見て、日本の衰亡を語ることもできるだろう。

しかし、ことさらに欠点をあげつらい、世を憂うことに何の意

味があるだろうか。自虐は臆病の裏返しでしかなく、絶望は死

に至る病である。未来は与えられたものでなく、われわれ自身

が創り出していくものである。 

 

日本は、世界にもまれな人材、技術、資本、産業の集積があ

る。高感性・高品質を求める消費市場で磨かれた商品やサービ

スは、世界的な競争力を有している。そして、世界の成長セン

ターであるアジアの中核国として、アジア規模での融合的市場

をつくっていくのに最適な「立ち位置」を占めている。われわ

れは、不毛な荒地を前にしているのではない。意をこめて耕せ

ば、豊かな稔りを必ず約束してくれる豊穣な土壌を前にしてい

ることを忘れてはならない。 
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悠久の歴史が織り成してきた美しい日本の文化と伝統を子ど

もたちに着実に引き継ぎ、活力と魅力に溢れた「希望の国」を

実現することは可能であるし、われわれの責務である。そのた

めに取り組むべき課題は多い。 

経団連としては、本ビジョンで挙げた課題以外にも、官邸機

能の強化をはじめとする統治機構の抜本改革、総合的な安全保

障、治安・災害対策、競争政策などについて、今後、各委員会

において、改革提案を取りまとめ順次発表していく。また、定

期的にビジョンの実現状況をレビューし、必要に応じてより踏

み込んだ具体策を取りまとめていく。 

 

人口減少・少子高齢化の経済負荷が本格化するまでに残され

た時間は 10 年程度に過ぎない。実りのない議論にふけり、机上

の空論に時を費やしている余裕はない。 

成長の果実が枝もたわわに実り、ひとびとのわらいとさんざ

めきが溢れ、子どもたちの瞳は明日を映して輝く「希望の国」、

その実現をめざして、経団連は成長への道を走り、走り続ける。 

以 上 
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アクションプログラム 2011 

 

以下では、「希望の国」を実現するため、2011 年までに取り

組むべき具体的な課題を分野別に整理した。 

 

１．新しい成長エンジンに点火する 

(１) 

イノベーション

の推進 

◇「第三期科学技術基本計画」「イノベーション創出総合戦略」

を着実に推進、５年間の政府研究開発投資額を 25 兆円に 

 拡充 

◇重要分野、とくに、国家基幹･戦略重点科学技術に資源配分

を重点化、ナショナルプロジェクトを推進 

◇世界トップレベルの研究拠点を構築、国公立大学を大括りに

再編･統合 

◇研究開発促進税制を拡充、初期需要を創出 

◇国際的にも、知的財産の紛争を処理できる高度法曹人材を育

成 

◇世界特許を構築、模倣品や海賊版対策を推進 

◇国際標準獲得に向け官民連携･国際協力を推進、国際標準化

人材を育成 
(２) 

高度人材の 

育成 

◇産学連携により研究･教育を推進 

◇学部段階で教養教育と専門教育の有機的連携を確保 

◇学部･学科を機動的に創設･再編、大学間で補完･連携を促進 

◇大学院で新領域･融合研究領域への対応能力を養成、インタ

ーンシップ体系を構築 

◇工学系の専門職大学院を充実、毎年 1,500 人の高度情報通信

人材を育成 

◇大学などの入学資格を多様化、日本版ギャップイヤーを導入

◇将来を担う意欲ある学生への奨学金を充実 

◇大学の評価結果を予算配分に反映、教員に対する公正な評価

と処遇を実施 

◇外国人留学生の拡大と就労促進 
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(３) 

生産性の向上 

◇日本社会の実情を踏まえた柔軟な会社法、労働法制、コーポ

レート・ガバナンス、企業年金を整備 

◇投資税額控除の導入を検討 

◇ＩＣＴを活用、情報システム投資に関する税制を充実･強化 

◇産業･物流インフラを効率的に整備、輸出入・通関制度を改

革、港湾･空港を 24 時間化 

(４) 

需要の 

創出・拡大 

◇官製市場を改革、規制改革を推進、構造改革特区制度を活用、

市場化テストを活用、ＰＦＩを推進 

◇住宅投資を促進、都市機能を再整備、地域づくりを推進 

◇コンテンツ市場を拡大、著作権制度を整備 

◇観光市場を振興、観光インフラを充実、観光資源の魅力を向

上、観光関連人材を強化 

◇家事支援製品や家事労働を支援するロボットを開発･普及 

(５) 

金融市場の 

活性化 

◇東京市場の顧客利便性の向上 

◇金融・証券税制の見直し、金融所得一体課税を導入 

◇アジア金融市場の育成に向け、各国の金融制度の整備・調和

や決済システム構築で貢献 

(６) 

環境・ 

エネルギー政策

◇中東をはじめ資源産出国との経済関係を緊密化、アジアにお

けるエネルギー･パートナーシップを構築 

◇原子力政策を推進、化石エネルギーの利用効率を向上、新エ

ネルギーを開発 

◇省エネや環境負荷の軽減など需要面での対策を促進、「環境

自主行動計画」を推進 

◇2008 年度を目途にサマータイムを導入 

◇ポスト京都議定書の枠組みとして、地球温暖化対策のための

衡平性が確保された新しい国際枠組みを構築 

◇循環型社会を構築、３Ｒに取り組む、不法投棄を撲滅、広域

的処理などリサイクル促進に向け規制を改革 
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２．アジアとともに世界を支える 

(７) 

ＷＴＯ体制の 

維持・強化 

◇ドーハ開発アジェンダの本格的な交渉再開・早期妥結 

◇途上国の開発と交渉能力を支援、「開発イニシアティブ」を

着実に実施 

◇投資･競争のルール化を検討 

◇加盟申請国の加盟交渉を促進 

◇不公正通商措置などに対する調査開始申立制度を整備 

(８) 

ＦＴＡ／ＥＰＡ

の締結促進 

◇「グローバル戦略」の工程表に沿って交渉を着実に推進 

◇2011 年までに広く東アジア全域におよぶＥＰＡを成立、 

 韓国･中国との信頼関係を強化 

◇米国とのＥＰＡ締結を推進 

◇ＧＣＣ諸国や中南米諸国とのＦＴＡ／ＥＰＡを締結 

◇農業の体質を強化、生産性の向上による攻めの農業を実現 

◇外国人材の受入れを拡大 

◇対外経済戦略特命大臣を任命、内閣に本部を創設 

(９) 

経済協力の 

戦略的な展開 

◇日本の技術力・ノウハウが優位性を発揮する分野を重点化 

◇アジアへの協力を引き続き推進 

◇必要な経済協力予算を確保 

◇受入国のニーズに合致した援助案件を形成 

◇円借款・無償資金協力・技術協力の連携を強化、新政策金融

機関の国際金融業務の質を保持 

３．政府の役割を再定義する 

(10) 

行財政改革 

◇「基本方針 2006」の歳出改革プログラムを着実に実行 

◇公務員制度の根幹に踏み込み、個人の能力･業績を反映する

仕組みに抜本改革 

◇市場化テストの活用により政府事業の民間開放を推進、ＮＰ

Ｏの活動を推進 

◇ＩＣＴの活用により業務を効率化 

◇予算編成･執行･決算で透明性を向上、ＰＤＣＡサイクル確立 

◇政府資産の売却・オフバランス化、バランスシートを改善 
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(11) 

社会保障制度 

改革 

◇2008-09 年度目途に社会保障番号と社会保障個人勘定を整備

◇2010 年度目途に税と年金保険料の徴収を一元化 

〔年金〕 

◇2009 年度までに基礎年金国庫負担割合を２分の１に引き上

げ 

◇所得や資産のある高齢者の年金額を逓減、公費部分を支給停

止、配偶者加給年金を廃止 

◇所得代替率の下限引下げ、名目額の切下げ 

◇保険料納付期間を延長、支給開始年齢の男女格差を早期是正

◇企業年金の積立金への特別法人税を廃止 

〔医療・介護〕 

◇マクロ経済指標を勘案した公的医療給付の目標総額を策定 

◇公的医療保険の免責制を導入、診療行為の標準化・診療報酬

の包括払い化の一層の推進、高額療養費制度の見直し 

◇高齢者医療制度の自己負担を適正化、財源方式の見直し 

◇オンラインにより請求・審査・支払のコストを削減、医療･

介護ポータルによるワンストップサービスを実現 

◇介護保険の自己負担を適正化 

◇混合医療の全面的解禁など医療･介護分野の規制改革を推進 

〔雇用〕 

◇雇用保険事業の見直し、保険料率の引下げ 

(12) 

税制改革 

◇法人税の実効税率を大幅に引き下げ、法人所得課税について

は基本的に国税に一本化、償却資産に係る固定資産税を廃止

◇信託･合同会社などの課税のあり方の見直し、国際課税の抜

本的改正 

◇非営利事業体に対する税制上の取扱いの見直し 

◇個人所得減税を実施、少子化に対応し控除制度を整理 

◇2011 年度までに消費税率を２％程度引き上げ 

◇寄附税制の見直し 

◇国際租税条約未締結国との締結を推進 
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４．道州制、労働市場改革により暮らしを変える 

(13) 

道州制の導入 

◇国と地方の権限と責任を再整理、国の支分部局を整理･廃止、

地方への権限移譲を推進 

◇地方の歳出削減を前提に税源を移譲 

◇新型交付税を導入、国の関与･義務付けを縮小し補助金を廃

止･削減 

◇従来型交付税の交付基準の見直し 

◇地方債の発行の自由度を段階的に拡大 

◇国･地方が一体となって市町村合併を全国的に加速 

◇内閣総理大臣のリーダーシップの下に有識者が参加する道

州制の検討組織を法定設置、関係法律の早期成立 

(14) 

労働市場改革 

◇労働時間や就労場所を多様化 

◇役割や仕事、業績に応じた人事・報酬制度を整備 

◇女性の就労を支援、高齢者を活用、自社に適した制度を構築

◇若年者の就労能力を引き上げ、トライアル雇用･インターン

シップなどの機会を拡大 

◇派遣･請負の規制改革などを通じ労働市場の需給調整機能を

向上 

◇外国人材を活用、永住資格に関する一般ルールの整備を検討

(15) 

少子化対策 

◇出生率向上に向け国民運動を展開 

◇ワーク･ライフ･バランスを実現、中小企業の取り組みを支援

◇子育てや家庭を大切にする価値観を涵養 

◇扶養控除と児童手当を税額控除に一本化 

◇奨学金制度を拡充、公立教育機関の質を向上 

◇少子化対策予算の拡充を検討 
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５．教育を再生し、社会の絆を固くする 

(16) 

教育再生、 

公徳心の涵養 

◇公教育の再生に向けた改革を推進、校長が人事･予算･学級編

成･教育課程編成に裁量権を発揮できる基盤を整備 

◇学校や教員の切磋琢磨を通じ教育内容･能力を向上、学校選

択制を拡大 

◇学校･教員の評価を実施し処遇に反映、教員の研修制度を充

実、人事評価システムを改善、教員免許更新制度を導入 

◇全国学力･学習状況調査の結果をすみやかに公表 

◇能力に応じ公教育を弾力化 

◇日本の伝統や文化･歴史に関する教育を充実、国旗や国歌を

尊重する意識を涵養 

◇子どもたちの公徳心を育成、社会教育を促進 

◇ボランティア活動をカリキュラムに取り入れ、若者が多様な

社会的活動に参加しやすい環境を整備 

◇社会教育を担うＮＰＯの活動を支援 

(17) 

ＣＳＲの展開・

企業倫理の徹底

◇「企業行動憲章」に掲げた精神を周知徹底、「企業行動憲章

実行の手引き」「ＣＳＲ推進ツール」を適宜改定 

◇ＣＳＲをアジア諸国はじめ国際的に普及･促進 

(18) 

政治への 

積極的参画 

◇インターネットの利用解禁など公職選挙法の見直し 

◇経団連による政党の政策評価を継続的に実施･公表 

◇「企業人政治フォーラム」、「21 世紀政策研究所」の活動を

充実 

(19) 

憲法改正 

◇国民投票法の制定 

◇国民的な議論を喚起し憲法改正に関する合意を形成 

◇安全保障に関する基本法を整備、国際平和協力に関する一般

法を整備、安全保障会議を強化 
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